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第 3 章 プロジェクトの内容 
3.1 プロジェクト概要 

3.1.1 上位目標とプロジェクト目標 

「ネ」国政府は、国家開発計画として 1956 年に第１次 5 ヵ年計画を策定し、現在では

暫定 3 ヵ年計画（2007 年 7 月～2010 年 7 月）のもとに国家整備が進められている。紛争

終結後に施行された現行の暫定 3 ヵ年計画では紛争により疲弊・破壊された地方の社会資

本及び地域社会・経済構造の再建を 優先の課題としている。 

地方レベルの開発計画として「Local Infrastructure Development Plan 2004」が策定され、

地方交通の他 7 つのインフラ分野の開発計画が進められている。同計画では、地方交通の

基本ニーズとして、地域社会から自動車交通に到達するまでに要する時間を、山地部にお

いて 6 時間、丘陵部において 4 時間及び平地部において 2 時間以内とすることを優先課題

としている。 

本プロジェクトは上記の開発計画目標である、地域社会経済活動の活性化、貧困の削減

の達成に寄与することを目指し、「ネ」国政府の要請に基づき実施するものである。さら

に、上位目標の達成のみならず、本プロジェクトは、荒廃した地方道路網を改善すること

で、紛争終結後の和平プロセスの着実な進行に寄与することが期待されている。 

3.1.2 プロジェクト概要 

本プロジェクトは上記目標を達成するために、「ネ」国の中央開発地域の 5 郡、マホタ

リ郡、シンズリ郡、ラメチャップ郡、カブレパランチョーク郡及びシンドゥパルチョーク

郡を対象として、対象郡内の地方道路 13 路線上にあって、6 月から 9 月の雨期の洪水によ

り数日間から数ヶ月にわたって通行止めを起こす 35 ヶ所の渡河地点に橋梁を建設するも

のである。 

「ネ」国政府から要請された 5 郡の 13 路線へのサイト調査の結果、対象道路は各 DDC
の策定した地方道路開発マスタープランにおいて優先整備路線として位置づけられてい

るとともに、路線上の 108 ヶ所の渡河地点で洪水により雨期のあいだ通行止めが生じてい

ることが確認された。 

108 ヶ所の渡河地点は、通行止めの深刻さから、数ヶ月間通行止めとなる箇所、数日間

通行止めとなる箇所及び数時間通行止めになる箇所の 3 つに分類され、 終的に数日間か

ら数ヶ月の通行止めとなる 35 ヶ所が本事業の対象サイトとして選定された。 

各サイトに建設する渡河構造物として、現地仕様、現地の建設業者の活用を図るコミュ

ニティ開発支援無償の仕組みを勘案して、「ネ」国の建設業者が施工した経験のある形式

の橋梁である、1 回に 1 台の車両しか通行しないように制限した吊橋、トラス橋、鉄筋コ

ンクリート橋及び連続ボックス橋を採用した。 

本プロジェクト「ネ」国の建設業者を活用した、コミュニティ開発支援無償のスキーム

により実施される。 
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表3.1  本プロジェクトの対象路線と対象サイト 出典：調査団 
橋梁別対象サイト 

郡 名 路線名 
吊橋 トラス

橋 

鉄筋コ

ンクリ

ート橋 

連続ボ

ックス

橋 
計 

マホタリ郡 ラシマニヤ－バラトプール－ラグ

プール道路 
  1 1 2 

シンズリマディ－カピラコット道

路 
  1 4 5 

シンズリマディ－ビヒムスタン道

路 
   3 3 

ビーマン－ダンサリ道路    1 1 

シンズリ郡 

カタリ－シタウリ－ダカハ道路   1 8 9 
マンタリ－ラメチャップ－サング

ター道路 
   1 1 

フラシ－ランバ道路 深刻な渡河サイトが無い。 

ラメチャッ

プ郡 

ベタリ－ナマディ－キムチ道路  4  1 5 
カブレバンジャング－ダプチャ－

カカレ道路 
1   1 2 

カツンジェ－バンク道路 1    1 

カブレパラ

ンチョーク

郡 

ボハレドハン－トロパレス－ネパ

ルトック道路 
1    1 

バレフィ－ジャルビレ－カティケ

道路 
バレフィ水力発電プロジェクトで道路改良中。 

シンドゥパ

ルチョーク

郡 メラムチ－ボタン道路  2  3 5 
合計 3 6 3 23 35 

 

 

3.2 協力対象事業の概略設計 

3.2.1 設計方針 

(1) 基本方針 

本計画の対象となる路線は、各郡開発委員会が策定した地方道路整備マスタープランの

なかで整備優先度が高い路線であるが、現状での交通量は 1 日 100 台にも満たない道路で

ある。さらに整備により裨益する人口もそれぞれ数万人以下と少ないため、費用対効果の

面から、渡河構造物のコストは出来るだけ低く抑えられることが求められる。 

一方、各横断河川は、流量の多い河川や、急勾配で土石流が流れる河川など、渡河構造

物の計画において厳しい条件下にある。このため、計画の目標である「渡河地点での雨期

のアクセス性の改善」を達成するためには、長大な支間の橋梁、雨期の洪水による水位上

昇を考慮して高い桁下空間を持った橋梁など、比較的高コストの渡河構造物が求められる。 

この相反する要求を満たすため、施設に求める構造強度上の要求水準の低減、及び「ネ」

国内で比較的低コストで調達可能な技術を適用する。具体的には、次の橋梁形式の採用に

より、計画目標を満足し、かつ事業費の縮減が図られた事業内容を実現する。 

• 1 度に通行できる車両を 1 台に制限した長大支間の吊橋やトラス橋、 
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• 「ネ」国のメーカーでも加工・製作が容易な、一般的な形鋼を使った鋼橋、 

• 「ネ」国の一般的な建設業者が無理なく施工可能な、コンクリート、鉄筋、型枠の

単純作業のみで施工できる鉄筋コンクリート橋、 

さらに、大規模な土石流にも十分に安全な橋梁を採用する代わりに、シンズリ道路建設

事業で採用されているように、設計で想定した流量を超える規模の洪水や土石流が起きた

場合には、施設本体及び前後の取付け道路が被災して修理を行わなければならなくなるこ

とを前提とした、連続ボックスカルバート形式の橋梁の採用を考慮することにより、事業

費の縮減を図る。 

(2) 自然条件に対する方針 

1) 降雨強度・流量 

本調査で推定した対象地域の 50 年確率降雨強度（継続時間 1 時間）が、降雨量の多い

シンズリ郡のシンズリガリ観測所で 228ｍｍ/hr であるのに対して、ラメチャップ郡のマン

タリ観測所では 87ｍｍ/hr であることから分るように、雨の強さが対象地域のなかで大き

く異なる。このため、それぞれの対象路線近傍の観測所の観測データに基づき、渡河構造

物の規模を決める基本条件となる河川流量を算定する。 

2) 地形・地質 

渡河構造物の計画に当たって、上流部および周辺の地形・地質状況を把握し、土石流の

発生の予測、洪水時の平坦な扇状地での流れの挙動を推定する。 

3) 地震 

プロジェクトサイトを含む地域は、インド国の耐震設計基準「Indian Standard Criteria for 
Earthquake Resistant Design of Structure, Third Revision, 1989」において、 も危険度の高い

ゾーンＶに位置する。このため、橋梁、コーズウエイ及び擁壁の設計計算で地震を考慮す

る。 

(3) 社会経済条件に対する方針 

1) 迂回路 

渡河構造物の建設工事が現況交通へ支障する場合には迂回路を設ける。迂回路は現在運

行している 20 席級のバスが徐行しながら通行することが可能な 低限の規格とする。 

2) 既存灌漑施設 

河川沿いには灌漑水路が設けられていることが多い。渡河構造物の建設によりこれらの

灌漑施設を取り壊す必要が生じた場合は、同等の機能を持つように移設、再建する。 

(4) 建設事情および調達事情に対する方針 

1) 「ネ」国建設技術基準・仕様 

「ネ」国建設技術基準・仕様として、国内の道路・橋梁建設事業を主導する公共事業計

画省道路局により整備された次の図書が公表されている。 

• Standard Specifications for Road and Bridge Works, July 2001, Department of Roads, 
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MOPPAW 

一方、本計画の実施機関である地方インフラ開発農道局においても独自に農道、地方道

路の建設に係る技術仕様を取りまとめ次の図書を公表している。 

• Technical Specifications for Agricultural and Rural Road, February 1998, Department of 
Local Infrastructure Development, MOLD 

吊橋、トラス橋の長大橋梁等で構成される本プロジェクトの対象施設の規模・内容は、

公共事業計画省道路局の整備した技術基準・仕様で想定している施設と合致していると判

断し、この技術基準・仕様に基づいて概略設計を行う。 

2) 建設資機材の調達事情 

本事業では吊橋、トラス橋、鉄筋コンクリート橋、連続ボックス橋の 4 種類の構造物を採用す

ることが計画されている。これらの構造物建設に必要な工事用資機材は、吊橋のケーブル部材

を除き、「ネ」国内で生産・加工または調達できる材料である。また、「ネ」国以外の第三国から調

達しなければならない特殊な建設機械は必要とせず、全ての建設機械は「ネ」国内でレンタル

または購入にて調達可能である。このため、概略設計において建設資機材の調達事情による

制約条件を設けない方針とする。 

(5) 詳細設計・施工監理コンサルタントの活用に係る方針 

「ネ」国内で国際機関が実施する建設事業に参加した経験を持つ現地コンサルタントへ

のアンケート調査から、以下の点が判明した。 

• 「ネ」国ではドナーが実施する国際案件でのみ外国コンサルタントの下で現地コンサ

ルタントが施工監理業務を行う機会がある。国内予算で実施する道路局プロジェクト

の施工監理は基本的に道路局が行っており、民間コンサルタントが施工監理を経験す

る機会は極めて少ない。 

• 現地コンサルタントが外国コンサルタントと JV を組んで参加するプロジェクトにお

いても、自らの社員でなく、アソシエイトメンバーを派遣して対応している場合が多

い。  

この状況から、現地コンサルタントの施工監理能力は発展途上にあると判断し、本事業

の施工監理体制は本邦コンサルタントが、ADB 案件やシンズリ道路プロジェクトなど、

国際機関等が実施する案件の施工管理経験をもつ「ネ」国の土木技術者の直接雇用、また

は現地コンサルタントからの派遣により技術者を調達して施工監理体制を構築する方針

とする。 

(6) 建設業者の活用に係わる方針 

「橋梁建設協会」は「ネ」国の有力な建設業者から構成されている協会である。会員企

業に対するアンケート調査行い、会社の規模、資金力、施工実績、橋梁経験をふくめた施

行技術・能力について、下記の評価基準によって A、B、C の 3 段階に評価分類した。 

• 会社の資金力と技術者や建設機械を保有状況 
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• 本事業は河川構造物が主体である事から、豊富な橋梁建設の経験の有無 

• 橋梁建設の経験の中でも、吊り橋、トラス、鋼桁等鋼橋梁施工の経験の有無 

その結果、回答企業 32 社のうち 22 社が本事業の主契約者なる能力を有すると考えられ

る A グループとして評価された。この A 評価グループ 22 社の 2005 年から 2007 年までの

平均年間売上高は 4 千万ネパールルピーから 4 億ネパールルピー、全社平均（ 小と 大

値を除いた平均値）で 1.4 億ネパールルピーであった。 

本事業は、鋼橋の吊り橋やトラス橋が含まれており、土木技術のみならずケーブルや鋼

材に対する加工技術が必要となる。「ネ」国内で、これらの鋼橋に対する加工技術を有す

る鉄骨加工業者 6 社を確認することができた。 

以上の調査結果に基づき、「ネ」国内建設業者を調達して本事業対象施設を建設するこ

とを前提とするとともに、「ネ」国で一般的に採用されている技術仕様を採用する本事業

においては、施工業者の能力を考慮した設計上の制約条件を設けない方針とする。 

ただし、工事ロット分け、工期設定は、「ネ」国の建設業者の年間売上高で評価した工

事遂行能力を考慮して行う方針とする。 

(7) 実施機関の運営・維持管理能力に対する対応方針 

地方開発省（MOLD）の下部機関である地方インフラ開発農道局（DOLIDAR）が本事

業の運営を担当する。 DOLIDAR は、本事業のカウンターパート機関であり、事業運営

に関する責任を負うとともに、JICA や他ドナー機関との調整機関となる。 

また、本事業の対象地域である 5 郡（マホタリ郡、シンズリ郡、ラメチャップ郡、カブ

レ郡、シンドゥパルチョーク郡）の郡開発委員会（DDC）と連携して、現場において発生

する用地取得、補償、環境モニタリングなどの問題に対して、DDC を通じて具体的な解

決策と必要な資金対策を講じる。 

各郡の DDC は DOLIDAR と連携し、工事中に発生する用地取得、補償、環境モニタリ

ングなどの問題に対して住民との協議を行い、事業の進捗に影響及ぼさないように対応・

処理を行う。 

 

(8) 施設のグレードの設定に対する方針 

ネパール道路構造令 (2027) (First Revision-2045)では道路は次の 4 つに区分されている。 

• 幹線道路、National Highways 

• 準幹線道路、Feeder Roads 

• 郡道、District Roads 

• 都市道路/街路、City Roads and Streets 

さらに地形条件を平地部、丘陵部、山地部、急峻山地部の 4 つに区分して道路基準を

設けている。Statistics of Strategic Road Network 2006/07 の道路区分及び地形状況によると、

対象道路は表 3.2 のように分類される。 
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表3.2  対象道路の道路区分及び地形区分 

郡名 路線名 道路区分 地形区分 備考 

マホタリ 1 ラシマニヤ-バラトプール-ラグプール道路 DR 平地部  
2 シンズリマディ-カピラコット道路 FR 丘陵部 F057 
3 シンズリマディ-ビヒムスタン道路 FR 丘陵部 F057 
4 ビーマン-ダンサリ道路 DR 丘陵部  

シンズリ 

5 カタリ-シタウリ-ダカハ道路 DR 丘陵部  
6 マンタリ-ラメチャップ-サングター道路 DR&FR 丘陵部 F159 
7 フラシ-ドランバ道路 DR 丘陵部  ラメチャップ 

8 ベタリ-ナマディ-キムチ道路 DR 丘陵部  
9 カブレバンジャング-ダプチャ-カカレ道路 DR 丘陵部  
10 カツンジェ-バンク道路 DR 丘陵部  

カブレパラン

チョーク 
11 ボハレドハン-トロパレス-ネパルトック道路 DR 丘陵部  
12 バレヒ-ジャルビレ-カティケ道路 DR 丘陵部  シンズパルチ

ョーク 13 メラムチ-ボタン道路 DR 丘陵部  

出典：Statistics of Strategic Road Network 2006/07、   DR: 郡道  FR: 準幹線道路 

準幹線道路に分類される No.2：シンズリマディ－カピラコット道路、No.3：シンズリマ

ディ－ビヒムスタン道路および No.6：マンタリ－ラメチャップ－サングター道路の一部区

間については準幹線道路設計要領 (第 3 版)に基づくとともに、その他の郡道に区分される

道路についてはネパール道路構造令(2027) (First Revision-2045)の郡道に関わる諸基準に基

づいて概略設計を行う。 

(9) 工期に係わる方針 

「ネ」国の建設業者の平均的な年間完工高が 1.4 億ネパールルピー程度であることから、

「ネ」国の建設業者の財務的な 1 ヶ月あたりの完工能力は 1 千 2 百万ネパールルピー程度

と推定される。また、各社は本計画で採用される規模の施設を標準的な進捗で施工するの

に十分な建設資機材を保有しているとは言い難い。このため、施工条件の他、財務的な完

工能力を加味することにより「ネ」国の建設業者が無理なく工事を完了できる工期を設定

する。 
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3.2.2 基本計画 

(1) 対象路線、対象サイトの選定と評価 

1) 対象路線 

本プロジェクトの対象とする 13 路線は、「コミュニティ橋梁整備計画プロジェクト形成

調査、平成 20 年 9 月」において、以下の基準ならびに各郡開発委員会（DDC）の関係者

との協議に基づいて選定された。 

・ 各郡の郡交通マスタープランでの優先度が高い。 

・ シンズリ道路に対するフィーダー道路の役割を有する。 

・ 道路が既に整備されているか、または数年以内に整備される。 

・ 沿線人口および裨益人口が多い。 

・ 環境社会配慮の観点から問題がない。 

本調査において、各 DDC の関係者と協議し、対象 13 路線の優先度が現在においても高

く、本計画の対象とすることに変更がないことを確認した。 

2) 現地調査で雨期に通行に支障をきたす事が確認された渡河サイト 

調査対象 13 路線に対するサイト調査の結果、資料－6 に位置図を添付した 108 ヶ所の渡

河サイトで降雨時に通行障害の生ずることを確認した。この 108 ヶ所の渡河サイトは、既

存渡河施設のある箇所、道路局・DDC により建設中の箇所、及び水力発電プロジェクト

で改良中の箇所を除外して確定されたものである。 

3) 雨期の通行障害の程度 

地元住民への聞取り調査により、各渡河サイトの「雨期中の通行障害の深刻さの度合い」

は次のように三つに分類されることが確認された。 

A. 雨期に数ヶ月にわたり通行できない。 

B. 豪雨の間および 大で数日間にわたり通行できない。 

C. 豪雨の間および数時間にわたり通行できない。 

住民からの聞き取りに基づく通行障害の深刻さの度合いは定量的な状況・条件に基づく

ものではない。このため、実際の通行障害の状況と聞き取りとの間に大きな乖離が生じる

ことを避ける目的で、表 3.3 に示すように、渡河地点での流域面積による評価を加味して、

各サイトの雨期の通行障害の程度を総合評価した。 

表3.3  雨期の交通障害の程度の評価 出典：調査団 
聞取り調査の結果 流域面積(km2) 総合評価 

> 5 A 
3-5 A A 
< 3 B 
> 5 A 
3-5 B B 
< 3 C 
> 5 A 
3-5 C C 
< 3 C 
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(2) 対象サイトの優先順位 

コミュニティ開発支援無償のスキームは、 終的に実施に移される対象サイト数が固定

されておらず、資金枠内で流動的であるという特徴を持つ。このため、予め対象サイトに

優先順位を設定して、工事に着手する順位を明確にしておくことが必要となる。 

1) 優先順位設定の基本方針 

対象サイトの優先順位の設定は、路線の優先順位を定め、次にサイトの優先順位を決め

る手順で行う。 

ステップ 1 : 路線の優先順位の設定 

ステップ 2 : サイトの優先順位の設定 

2) 路線の優先順位 

対象路線は全て各郡の優先整備路線であるとともに、全線開通しているもの、建設中の

もの、計画段階のものなど、それぞれの道路の置かれている状況は大きく異なっている。

このため、路線間の優先順位は次の単純かつ明確な指標により設定することとする。 

① 対象道路の地方道路網の中でのリンクを構成するか否か 

② 対象道路での乗合バスの運行の有無 

③ 対象路線の沿線人口 

表 3.4 に上記の評価基準で設定した路線の優先順位を示す。 

表3.4  路線の優先順位 
郡名 路線名 道路網のなかで

の位置付け 

路線バス

の運行 

沿線  

人口 

路線の  

優先順位 

マホタリ 1 ラシマニヤ-バラトプール-ラグプール道路 支線 有 55,660 3 

2 シンズリマディ-カピラコット道路 支線 有 26,240 7 

3 シンズリマディ-ビヒムスタン道路 支線 有 24,640 9 

4 ビーマン-ダンサリ道路 支線 有 22,080 10 

シンズリ 

5 カタリ-シタウリ-ダカハ道路 支線 有 40,820 4 

6 マンタリ-ラメチャップ-サングター道路 支線 有 25,200 8 

7 フラシ-ドランバ道路 支線 有 35,710 5 

ラメチャッ

プ 

8 ベタリ-ナマディ-キムチ道路 ジリ道路とシン

ズリ道路を結ぶ
有 47,300 1 

9 カブレバンジャング-ダプチャ-カカレ道路 支線 無 6,960 12 

10 カツンジェ-バンク道路 支線 有 9,490 11 

カブレパラ

ンチョーク 

11 ボハレドハン-トロパレス-ネパルトック道

路 

コダリ道路とシン

ズリ道路を結ぶ 
有 30,710 2 

12 バレヒ-ジャルビレ-カティケ道路 ― ― ― ― シンズパル

チョーク 13 メラムチ-ボタン道路 支線 有 34,010 6 

出典：調査団、人口は Population Senses 2002 に基づいて集計 
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3) 対象サイトの決定と優先順位 

現地調査で確認された 108 サイトは雨期に通行止めとなる期間により、次のように 3 つ

のグループに分類される。 

• A グループ： 数ヶ月にわたる通行止めとなる。 

• B グループ：  通年通行できるが豪雨により数日通行止めとなる。 

• C グループ：  通年通行できるが豪雨により数時間通行止めとなる。 

サイトの実施優先順位は通行障害の深刻なものから設定する。 

• 第 1 優先順位： A グループ 

• 第 2 優先順位： B グループ 

• 第 3 優先順位： C グループ 

 

なお、図 3.1 に示したように同一路線の中での優先順位は幹線道路に近いものから優先

順位を設定する。 

                       

      プロジェクト道路始点

優先順位

プロジェクト道路 ① ② ③

サイト

幹
線

道
路

  

図3.1  同一路線の中での優先順位の設定方法 出典：調査団 

 

 

4） 対象サイトの選定と優先順位 

以上の手続きを経て設定された、A および B グループに属する 35 位までの優先順位を

表 3.5 に示す。35 ヶ所の位置は図 3.2 に示されたとおりである。 

なお、本プロジェクトの事業費の制約を考慮して、表 3.5 にリストされた、雨期の通行

障害の程度が深刻な A および B グループに属する上位 35 位までのサイトを概略設計の対

象サイトとする。 
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表3.5  概略設計の対象サイトと優先順位 出典：調査団 

対象サイト 
雨期の通行障害の程度            

A：2-3 ヵ月  B：2-3 日  C：数時間 
郡名 路線名 

Site No 河川名 

路線

の  

優先

順位 
聞取り  

評価 

集水面積 

(km2) 
備考 

交通障害評

価 

同一路

線内で

の順位 

最終  

優先  

順位 

ラメチャップ郡 ⑧ベタリ-ナマディ-キムチ道路 ⑧-1 パラティ 1 A 6.42  A 1 1 

ラメチャップ郡 ⑧ベタリ-ナマディ-キムチ道路 ⑧-3 ハルワ 1 A 9.06  A 2 2 

ラメチャップ郡 ⑧ベタリ-ナマディ-キムチ道路 ⑧-4 ハアプ 1 A 15.93  A 3 3 

ラメチャップ郡 ⑧ベタリ-ナマディ-キムチ道路 ⑧-5 チャタウニ 1 A 7.72  A 4 4 

カブレパランチョーク郡 ⑪ボハレドハン--ネパルトック道路 ⑪-3 ロシ 2 A   A  5 

マホタリ郡 ①ラシマニヤ--ラグプール道路 ①-1 ドハン 3 A 11.84  A  6 

マホタリ郡 ①ラシマニヤ--ラグプール道路 ①-2 カンタワ 3 A 0.93 池状 A  7 

シンズリ郡 ⑤ カタリ-シタウリ-ダカハ道路 ⑤-11 カルタ 4 A 14.05  A 1 8 

シンズリ郡 ⑤カタリ-シタウリ-ダカハ道路 ⑤-8 タルカ 4 A 5.52  A 2 9 

シンズリ郡 ⑤カタリ-シタウリ-ダカハ道路 ⑤-7 クルワ 4 A 3.68  A 3 10 

シンズリ郡 ⑤カタリ-シタウリ-ダカハ道路 ⑤-5 タクル-4 4 A 101.17 タクル川 A 4 11 

シンズリ郡 ⑤カタリ-シタウリ-ダカハ道路 ⑤-4 タクル-3 4 A 101.17 タクル川 A 5 12 

シンズリ郡 ⑤カタリ-シタウリ-ダカハ道路 ⑤-3 タクル-2 4 A 101.17 タクル川 A 6 13 

シンズリ郡 ⑤カタリ-シタウリ-ダカハ道路 ⑤-2 タクル-1 4 A 101.17 タクル川 A 7 14 

シンズリ郡 ⑤カタリ-シタウリ-ダカハ道路 ⑤-1 タモニ 4 A 12.81  A 8 15 

シンズパルチョーク郡 ⑬メラムチ-ボタン道路 ⑬-6 カルテ 6 A 10.27  A  16 

シンズパルチョーク郡 ⑬メラムチ-ボタン道路 ⑬-8 ティペニ 6 A 16.28  A  17 

シンズパルチョーク郡 ⑬メラムチ-ボタン道路 ⑬-10 マハデヴィ 6 A 15.51  A  18 

シンズパルチョーク郡 ⑬メラムチ-ボタン道路 ⑬-14 ハディ 6 A 48.75  A  19 

シンズリ郡 ②シンズリマディ-カピラコット道路 ②-1 マリン 7 A 138.79  A  20 

シンズリ郡 ②シンズリマディ-カピラコット道路 ②-5 デオジャ 7 A 10.66  A  21 

シンズリ郡 ②シンズリマディ-カピラコット道路 ②-6 マヘシャタ 7 A 12.03  A  22 

シンズリ郡 ②シンズリマディ-カピラコット道路 ②-7 チャンツリ 7 A 14.64  A  23 

ラメチャップ郡 ⑥マンタリ-ラメチャップ-サングター道路 ⑥-1 スカジョ 8 B 22.78  A  24 

シンズリ郡 ③シンズリマディ-ビヒムスタン道路 ③-1 ダミレ 9 A 14.18  A  25 

シンズリ郡 ③シンズリマディ-ビヒムスタン道路 ③-5 ジルガ 9 A 38.31  A  26 

シンズリ郡 ④ビーマン-ダンサリ道路 ④-43 ダンサリ 10 A 4.03 カマラの影響 A  27 
カブレパランチョーク

郡 
⑩カツンジェ-バンク道路 ⑩-1 ロシ 11 A 392  A  28 

カブレパランチョーク郡 ⑨カブレバンジャング--カカレ道路 ⑨-1 ロシ 12 A 357  A  29 

カブレパランチョーク郡 ⑨カブレバンジャング--カカレ道路 ⑨-2 アンデリ 12 A 17.13  A  30 

ラメチャップ郡 ⑧ ベタリ-ナマディ-キムチ道路 ⑧-2 ボハレ 1 A 2.54  B  31 

シンズリ郡 ⑤カタリ-シタウリ-ダカハ道路 ⑤-9 ピプリ 4 A 1.06  B  32 

シンズパルチョーク郡 ⑬メラムチ-ボタン道路 ⑬-1 アンデリ 6 B 4.56  B  33 

シンズリ郡 ②シンズリマディ-カピラコット道路 ②-4 アチョ 7 A 1.05  B  34 

シンズリ郡 ③シンズリマディ-ビヒムスタン道路 ③-2 ビサレ 9 C 3.50  B  35 
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図3.2  概略設計対象35ヶ所のサイト位置図 出典：調査団 
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5)  事業を実施する上で問題となる対象路線 

サイト調査で、以下の対象道路において、事業実施上問題となる状況が確認された。 

① 路線のアクセスビリティを規制する渡河施設が被災して機能していない。 

• No.5：カタリ－シタウリ－ダカハ道路のカタリ近傍に位置するククルコーズウエイが流出 

② 対象サイトまでのアクセスが確保されなければ建設に着手できない。 

• No.2：シンズリマディ－カピラコット道路、No.2-4、2-5 サイト 

• No.9：カブレバンジャング－ダプチャ－カカレ道路、No.9-2 サイト 

• No.8：ベタリ－ナマディ－キムチ道路、No.8-2、8-3、8-4、8-5 サイト 

③ 渡河施設建設に平行して未開通道路区間の整備が確実に進められなければならない。 

• No.2：シンズリマディ－カピラコット道路 

• No.3：シンズリマディ－ビヒムスタン道路 

• No.8：ベタリ－ナマディ－キムチ道路 

• No.9：カブレバンジャング－ダプチャ－カカレ道路 

• No.10：カツンジェ－バンク道路 

• No.11: ボハレドハン－トロパレス－ネパルトック道路 

対象サイトの整備は基本的に優先順位に基づいて進められるが、上記の問題点の解消ま

たは改善が計画的に進んでいることが、工事着手の前提条件の一つとなる。 

 (3) 連続ボックス橋採用に係る考え方 

3.2.1「基本設計の基本方針」で述べた事業費縮減の観点から、想定を超える規模の洪水

や土石流が生じた場合には、施設本体及び前後の取付け道路が被災して修理を行うことを

前提とした連続ボックス橋を次の方針により採用する。 

1) 土石流（土砂流）が予想される河川 

「荒廃渓流地帯を通過する道路設計に関する研究、（財）砂防・地すべり技術センター、

昭和 57 年 2 月」では、表 3.6 のように、土石流の発生する河川の河床勾配と流れの形態の

関係を分類している。 

表3.6  河床勾配と流砂形態 
河床勾配 流砂形態 

土石流発生区間 
 1/3（33％） 

土石流流下区間 
 1/5（20％） 

土石流停止区間 
 1/20（5％） 

土砂流区間 
 1/60（1.7%） 

洪水流区間 
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また、各流れの形態区分と河床堆積特性を表 3.7 のように提案している。 

表3.7  流れの形態と河床堆積特徴 
区分 特徴 

土石流 • 先端に巨礫が存在する。 
• 大礫径 1.5m 以上の礫が存在する。 
• 横断的に中心部に盛り上がりが見られる。 
• 上流から流下してきた形跡があり、直進性が強い。 
• 比較的厚く堆積する。 

土砂流 • 掃流によって運ばれた形跡（層構造）が見られる。 
• 大礫径 0.5－1.0ｍ程度の礫が散在する。 
• 細粒物質が多い。 
• 広く分散して堆積する。 

洪水流 • 比較的粒度がそろい、堆積面が平坦である。 
• 層構造が認められる。 
• 大粒径は 0.1－0.2m 程度である。 
• 広く分散堆積し、比較的薄い。 

 

さらに、各流れの形態と流れの中に橋脚を設けることの可否を表 3.8 のように提案して

いる。 

表3.8  流れの形態と流れの中に橋脚を設けることの可否 
流れの形態 渡河地点の流砂形態 橋脚を設けることの可否 

流下区間 流れの中に橋脚を設けることは不適当 土石流 
停止区間 流れの中に橋脚を設けることは不適当 

土砂流 土砂流区間 流れの中に橋脚を設けることが可能 

 

表 3.8 で土石流の流下・停止区間に橋脚を設けることが不適当としている理由は、主に

土石流の中で、石衝突等により橋脚に作用する外力を推定することが困難なためである。 

表 3.6、3.7 から各サイトの土石流発生の有無を判断し、土石流の流下・停止区間に位置

する対象サイトに対しては基本的には橋脚を設けない橋梁形式の採用を図り、流れの中に

橋脚を設けることに支障のない土砂流区間に対しては積極的に連続ボックス橋の採用を

図ることとする。 

しかしながら、土石流が流下・停止区間であっても、土石流による被害を避けるために

橋梁を高くすると（例えば堆積を考慮すると 5ｍ以上高くする必要がある。）、集落の中で

生活道路として使われている既存道路に擦り付けることができなくなる場合がある。この

ような場合には、土石流の流下・停止区間であっても、地域生活への悪影響を避けること

を優先し、連続ボックス橋を採用して取付け道路の高さを低く抑えるものとする。 

この場合、連続ボックス橋は、通常の洪水を通過させる断面を有するが、「想定を越え

る規模の洪水や土石流に対しては、越流したり、コンクリート部材が破損したりすること

を許容する」考えに基づき、土石流の通過および堆積に対する余裕高さを考慮しないもす

る。さらに万が一破損が生じた場合でも容易に修繕ができるよう、壁と床版を分離した単

純な構造形式として計画する。 
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2) 小さな断面の川が流れる平坦な扇状地 

平坦な扇状地の中に位置する河川の中には、河川断面が小さく、大きな洪水時には氾濫

を起こすものがある。これはその地域が大規模な洪水に対して安全ではないことを意味し

ており、治水施設を設けないで道路・橋梁を建設することが適切ではない場所である。こ

のような箇所では、スパン 5ｍから 10ｍの連続ボックス橋を用いて、現地の地形に柔軟に

対応する渡河施設を設ける。 

この連続ボックス橋周辺で大規模な洪水が起きた場合には、施設前後の取付け道路が流

失する等の災害が発生することが予想される。また、想定を越える規模の土石流に対して

は、越流したり、コンクリート部材が破損したりするなどの被害が生ずることが予想され

る。 

3) 広い河川敷（高水敷）を持つ河川 

広い河川敷（高水敷）を持つ河川では、既存道路は河川敷の上に造られている場合が多

い。シンズリ郡のシンズリマディ-ビヒムスタン道路のジルガ川渡河サイトを例に取ると、

川幅が 150ｍで、常時水路幅が 70ｍ、河川敷幅が 80ｍである。対象サイトでの聞き取りに

よると、数十年に一度程度の頻度で河川敷を水が流れる洪水が発生しているようである。

このような、広い河川敷を持つ河川では、「出来るだけ数多くの渡河サイトの改善を行う」

見地から、常時水路部分にのみ連続ボックス橋形式の渡河施設を設けるものとする。 

河川敷を覆うような大規模な洪水が発生した場合には、施設の背面盛土、取付け道路が

流失する等の災害が生ずることが予想される。また、想定を越える規模の土石流に対して

は、越流したり、コンクリート部材が破損したりするなどの被害が生ずることが予想され

る。 
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(4) 土石流を考慮した桁下余裕高さ 

「荒廃渓流地帯を通過する道路設計に関する研究、（財）砂防・地すべり技術センター、

昭和 57 年 2 月」では架橋地点の流砂形態に応じて確保すべき橋梁桁下高を表 3.9 ように提

案している。 

表3.9  流砂形態と確保すべき橋梁桁下高 
流れの

形態 
渡河地点の

流砂形態 
土石流（土砂流）の通過に対して考慮す

る項目 
土石流（土砂流）の堆積に対して考慮す

る項目 
流下区間 土石流の 大波高（5-10m） 

土石流に対する余裕高（1-3m） 
橋梁としての余裕高（0.6-1.0m） 

堆積高（5-6m） 
洪水流 大波高（解析に基づく） 
洪水流に対する余裕高（0.6-0.8m） 
橋梁としての余裕高（0.6-1.0m） 

土石流 

停止区間 土石流の 大波高（5-10m） 
土石流に対する余裕高（1-3m） 
橋梁としての余裕高（0.6-1.0m） 

堆積高（5-6m） 
洪水流 大波高（解析に基づく） 
洪水流に対する余裕高（0.6-0.8m） 
橋梁としての余裕高（0.6-1.0m） 

土砂流 土砂流区間 土砂流の 大波高 
土砂流に対する余裕高（0.6-0.8m） 
橋梁としての余裕高（0.6-1.0m） 

堆積高（2m 以上） 
洪水流 大波高（解析に基づく） 
洪水流に対する余裕高（0.6-0.8m） 
橋梁としての余裕高（0.6-1.0m） 

橋梁としての余裕高

土石流に対する余裕高

土石流（土砂流）最大波高

橋梁としての余裕高

洪水流に対する余裕高

洪水流最大波高

堆積高

 

 土石流（土砂流）の通過に対して 土石流（土砂流）の堆積に対して 

図3.3  桁下余裕高のイメージ 

 

吊橋、トラス橋、鉄筋コンクリート橋の計画においては、表 3.9 の桁下高さを満足する

ように、橋梁の高さを設定する。 

一方、「想定を越える規模の洪水、土石流に対しては、越流したり、コンクリート部材

が破損したりするなどの被害が生ずることを許容する」方針により連続ボックス橋を採用

する場合は、土石流の流下や堆積を考慮せず、洪水流 大波高に橋梁としての余裕高さを

加えた桁下余裕高さを確保した施設として計画するものとする。 

 

(5) 洪水位、土石流波高さの算定 

1) 降雨確率年 

渡河構造物設計のための計画流量算定に用いる確率年は、シンズリ道路建設計画のコー

ズウエイ設計に準拠して 50 確率年とする。 

2) 降雨解析 

プロジェクト地域に位置する 21 ヶ所の観測所の降雨データに基づいて、対数正規分布

により 50 年再現確率の設計日降雨量を算定した。 
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表3.10  50年再現確率の設計日降雨量 
番号 観測所番号. 位置 所在郡 緯度 (N) 経度(E) 標高 (m) 50 確率年日降雨量(mm)

1 1006 Gumthang シンズパルチョーク 27o52’ 85o52’ 2000 215 
2 1008 Nawalpur シンズパルチョーク 27o48’ 85o37’ 1592 154 
3 1009 Chautara シンズパルチョーク 27o47’ 85o43’ 1660 145 
4 1016 Sarmathang シンズパルチョーク 27o57’ 85o36’ 2625 198 
5 1017 Dubachaur シンズパルチョーク 27o52’ 85o34’ 1550 144 
6 1018 Bahunepati シンズパルチョーク 27o47’ 85o34’ 845 147 
7 1023 Dolalghat カブレパランチョーク 27o38’ 85o43’ 710 134 
8 1024 Dhulikhel カブレパランチョーク 27o37’ 85o33’ 1552 177 
9 1025 Dhap シンズパルチョーク 27o55’ 85o38’ 1240 157 

10 1027 Bahrabise シンズパルチョーク 27o47’ 85o54’ 1220 183 
11 1028 Pachuwarghat カブレパランチョーク 27o34’ 85o45’ 633 124 
12 1049 Panauti カブレパランチョーク 27o35’ 85o31’ 1517 175 
13 1104 Melung ドルカ 27o31’ 86o03’ 1536 172 
14  1107 Sindhuligadhi シンズリ 27o17’ 85o58’ 1463 423 
15 1108 Bahuntilpung シンズリ 27o11’ 86o10’ 1417 327 
16 1110 Tulsi ダヌウサ 27o02’ 85o55’ 457 289 
17 1112 Chisapani ダヌウサ 26o55’ 86o10’ 165 279 
18 1115 Nepalthok シンズリ 27o27’ 85o49’ 1098 218 
19 1117 Hariharpurgadhi シンズリ 27o20’ 85o30’ 250 475 
20 1119 Gaushala モホタリ 26o53’ 85o47’ 200 184 
21 1123 Manthali ラメチャップ 27o28’ 86o05’ 495 161 

出典：調査団 

 

3) 降雨強度解析 

設計降雨強度の算定は、シンズリ道路建設計画で採用しているカトマンズ空港観測所の

降雨記録を用いた設計降雨強度解析結果を活用した手法で行う。カトマンズ空港観測所の

降雨強度と日降雨量の比率を、シンズリガリ、ネパルトック等で観測された日降雨量に適

用して短時間の降雨強度を算定する。各渡河サイトまでの到達時間はカーベイの公式によ

り算定する。 

表3.11  短時間の確率降雨強度 
確率年（年） 

観測地点 継続時間 
2 3 5 10 25 50 

24 時間 (mm) 169 206 245 300 368 423 
60 分 (mm) 95 113 135 165 199 228 
30 分 (mm)  71 90 109 134 162 188 
15 分 (mm)  48 62 77 97 118 139 
10 分 (mm) 35 47 59 75 92 110 

Sindhuli Gadhi 

5 分 (mm)  20 28 36 46 56 69 
24 時間 (mm) 86 106 126 154 190 218 
60 分 (mm) 48 58 69 85 103 118 
30 分 (mm)  36 46 56 69 84 97 
15 分 (mm)  24 32 40 50 61 72 
10 分 (mm) 18 24 30 39 48 57 

Nepalthok 

5 分 (mm)  10 15 18 23 29 35 
24 時間 (mm) 72 86 102 124 151 172 
60 分 (mm) 40 47 56 68 82 93 
30 分 (mm)  30 37 45 55 67 76 
15 分 (mm)  20 26 32 40 48 57 
10 分 (mm) 15 20 24 31 38 45 

Melung 

5 分 (mm)  9 12 15 19 23 28 
Bahuntilpung 24 時間 (mm) 122 151 182 225 283 327 
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60 分 (mm) 68 83 100 124 153 177 
30 分 (mm)  52 66 81 101 125 145 
15 分 (mm)  34 46 57 72 91 108 
10 分 (mm) 26 35 44 56 71 85 
5 分 (mm)  15 21 26 34 43 53 

24 時間 (mm) 136 161 185 218 258 289 
60 分 (mm) 76 89 102 120 139 156 
30 分 (mm)  57 70 82 97 114 128 
15 分 (mm)  38 49 58 70 83 95 
10 分 (mm) 29 37 44 55 65 75 

Tulsi 

5 分 (mm)  16 22 27 33 40 47 
24 時間 (mm) 107 132 158 194 242 279 
60 分 (mm) 60 73 87 107 131 151 
30 分 (mm)  45 57 70 87 107 124 
15 分 (mm)  30 40 50 62 78 92 
10 分 (mm) 22 30 38 49 61 73 

Chisapani 

5 分 (mm)  13 18 23 29 37 45 
24 時間 (mm) 73 90 107 130 161 184 
60 分 (mm) 41 50 59 72 87 99 
30 分 (mm)  31 39 48 58 71 82 
15 分 (mm)  21 27 34 42 52 61 
10 分 (mm) 15 21 26 33 40 48 

Gaushala 

5 分 (mm)  9 12 16 20 25 30 
24 時間 (mm) 80 93 106 124 146 161 
60 分 (mm) 45 51 58 68 79 87 
30 分 (mm)  34 40 47 55 64 72 
15 分 (mm)  23 28 33 40 47 53 
10 分 (mm) 17 21 25 31 37 42 

Manthali 

5 分 (mm)  10 13 15 19 22 26 
24 時間 (mm) 100 111 121 132 147 157 
60 分 (mm) 56 61 67 73 79 85 
30 分 (mm)  42 48 54 59 65 70 
15 分 (mm)  28 34 38 42 47 52 
10 分 (mm) 21 26 29 33 37 41 

Dhap 

5 分 (mm)  12 15 18 20 23 25 

出典：調査団 

 

 

4） 流出量計算 

流出計算は合理式を用い、排水能力をマニング式で行った。なお、流出係数は「道路土

工 排水工指針」（日本道路協会）を参考に、流域の多くが急峻な地形であることから、重

要な横断排水施設として 0.8 を採用した。 

AICQ ×××= 6.3/1  

ここに、 Q= 流量（m3/sec) 

 C= 流出係数 

 I= 降雨強度（mm/hr） 

 A= 流域面積（km2） 

 

5) ロシ川の流出量計算 

対象河川のなかで 大の流域面積を持つロシ川の流出量計算は上流部のパナウティ水

位観測所のデータに基づき、パナウティ水位観測所での 50 年確率年での比流量(1.93 
m3/s/km2：50 年確率年)を、各架橋位置での流域面積に乗じる方法により算定した。 
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表3.12  ロシ川の渡河サイトの流量 
50 年確率比流量 サイト番

号. 
河川名 流域面積 

(km2) 観測所 比流量(m3/s/km2) 
50 年確率流量 

(m3/s) 

9-1 ロシ川 357 690 
10-1 ロシ川 392 757 

11-3 ロシ川 545 

パナウティ 1.93 

1052 

出典：調査団 

 

6) 土石流を考慮した流量 

「荒廃渓流地帯を通過する道路設計に関する研究、（財）砂防・地すべり技術センター、

昭和 57 年 2 月」で示されている経験的なデータに基づき土石流を考慮する場合の流量を

次のように算定する。 

土石流を想定した場合の流量: 

PDF QQ 7.4=  

土砂流を想定した場合の流量: 

PDF QQ )1( β+=  

ここに、 

QDF = 土石流を考慮した流量 (m3/s) 
QP = 50 年確率洪水流量 (m3/s) 

係数 β は河川勾配に基づき以下のように設定する: 

計数値 河川勾配 
β = 0.3 >  1/20 
β = 0.2 1/60 - 1/20 

 

7) 50 年確率計画洪水位（土砂流・土石流波高高さ） 

i) 水理解析 

水理解析は、US Army Corps of Engineers、Hydrologic Engineering Center により開発され

た水理シミュレーション用ソフト HEC-RAS を用い、以下に示す方程式による不定流シミ

ュレーションを行った。 

連続方程式： 

q
x
Q

t
A

=
∂
∂

+
∂
∂

  

運動方程式： 

0)()/( 2

=+
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

fS
dx
hgA

x
AQ

t
Q

 

摩擦勾配 Sf はマニングの式により与えられる。 
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3/42

2 ||
RA

QQnS f =   

ここで 

Q = 流量 (m3/s) 
A = 通水面積 (m2) 
Q = 単位流路長当たりの横流入・出量 (m3/s/m) 
X = 流路長 (m) 
T = 経過時間 (s) 
Sf = 摩擦勾配 
H = 水位 (m) 
R = 径深 (m) 
N = マニングの粗度係数 
G = 重力加速度 (m/s2) 

 

 

(6) 計画洪水位、土石（砂）流波高さと橋梁計画高さ 

各渡河サイトでの計画洪水位、土石（砂）流波高さの算定結果とそれに基づいて決定した

橋梁の高さ（桁下面）の一覧を表 3.13 に示す。 
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(7) 適用構造形式と選定 

設計の基本方針で述べたとおり、事業費の縮減を図るとともに、「ネ」国の建設業者が

施工することを考慮して、「ネ」国の建設事情及び施工実績から次の構造物を対象適用構

造物とする。 

① 吊橋（20 トン級 1 車両対象）：支間長 50－120m 

② 鋼トラス橋（20 トン級 1 車両対象）：支間長 50－70m 程度 

③ 鋼トラス橋（形鋼をベースにした桁）：支間長 30－40m 程度 

④ 鉄筋コンクリート橋（T 桁）：支間長 15－25m 程度 

⑤ 連続ボックス橋：支間長 5ｍ－10m 

⑥ 連続ボックス橋：穴開きコーズウエイ（洪水時越流する構造） 

 

各サイトの橋梁形式の選定は、連続ボックス橋採用に係る基本的な考え方、土石流の発

生の有無、川幅及び周辺環境との関係を考慮した図 3.4 に示す選定フローにより行う。 

Yes No

No Yes Yes No

Yes No

Yes No

吊橋 トラス橋 鉄筋コンクリート橋 連続ボックス橋 鉄筋コンクリート橋 連続ボックス橋

開始

径間長
L≥70m ?

径間長
L≥25m ?

土石流
考慮必要

周辺との取合せ条件
で道路を高くできない

流木等に対して径間を
広くする必要があるか

 

図3.4  橋梁形式選定フロー 出典：調査団 

 

表 3.14 に各サイトの橋梁形式選定に係る諸条件及び選定結果を示す。 
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表3.14  対象サイトと適用構造物 

優先

順位 
路線名 

サイト 

番号. 
河川名 

河川

勾配 

(%) 

大

粒径 

(m) 

流出

量 

(m3/s) 

流れの 

区分 
渡河施設選定理由 採用渡河施設

1 
⑧ベタリ-ナマディ-

キムチ道路 
⑧-1 パラティ 29.9 2.0 188 

土石流 

流下区間 

土石流流下区間で橋脚設置が不適である。桁下空

間の確保、サイトまでのアクセス性が悪く長尺部

材の輸送難、および既存道路との取り合わせから、

下弦トラス橋を採用する。 

トラス橋 

2 
⑧ベタリ-ナマディ-

キムチ道路 
⑧-3 ハルワ 19.6 3.0 258 

土石流 

流下区間 

土石流流下区間で橋脚設置が不適である。桁下空

間の確保、サイトまでのアクセス性が悪く長尺部

材の輸送難、および既存道路との取り合わせから、

下弦トラス橋を採用する。 

トラス橋 

3 
⑧ベタリ-ナマディ-

キムチ道路 
⑧-4 ハアプ 8.8 3.0 384 

土石流 

停止区間 

土石流停止区間で橋脚設置が不適である。桁下空

間の確保、サイトまでのアクセス性が悪く長尺部

材の輸送難、および既存道路との取り合わせから、

下弦トラス橋を採用する。 

トラス橋 

4 
⑧ベタリ-ナマディ-

キムチ道路 
⑧-5 チャタウニ 11.0 1.0 189 

土石流 

停止区間 

土石流停止区間で橋脚設置が不適である。桁下空

間の確保、サイトまでのアクセス性が悪く長尺部

材の輸送難、および既存道路との取り合わせから、

下弦トラス橋を採用する。 

トラス橋 

5 
⑪ボハレドハン--ネ

パルトック道路 
⑪-3 ロシ 1.2 0.3 1052

土砂流 

区間 

土砂流区間ではあるが、砂利採取に伴うロシ川の

急速な河床低下、蛇行および支流の土石流合流に

伴う河床の変動および激しい局部洗掘が予想さ

れ、橋脚の設置は不適であると判断する。このた

め、120ｍ級の吊橋を採用する。 

吊橋  

6 
①ラシマニヤ--ラグプ

ール道路 
①-1 ドハン 0.8 砂 204 

土石流の

考慮不要 

堤防が整備されないまま森林を通過しているた

め、流木が流れてくる可能性が大である。このた

め、流量は少ないが 25ｍの支間長を持つ鉄筋コン

クリートＴ桁橋を採用する。 

鉄筋コンクリ

ート T 桁橋 

7 
①ラシマニヤ--ラグプ

ール道路 
①-2 カンタワ 0.2 砂 29 

土石流の

考慮不要 

流量がきわめて少ないが、地形条件から雨期には

池のような状態になる。流木や土砂による閉塞の

可能性は極めて少ない。このため 7ｍの支間長の

連続ボックス橋を採用する。 

連続ボックス

橋 

8 
⑤ カタリ-シタウ

リ-ダカハ道路 
⑤-11 カルタ 0.6 1.0 495 

土石流の

考慮不要 

平坦な扇状地形の中に位置し、大きな洪水時には

氾濫する河川である。常時水路区間に対してスパ

ン 10ｍの連続ボックス橋を採用する。 

連続ボックス

橋 

9 
⑤カタリ-シタウリ-

ダカハ道路 
⑤-8 タルカ 1.0 0.3 249 

土石流の

考慮不要 

平坦な扇状地形の中に位置し、大きな洪水時には

氾濫する河川である。常時水路区間に対してスパ

ン 10ｍの連続ボックス橋を採用する。なお、常時

水路部分の両側にはスパン 5ｍの連続ボックス橋

とする。 

連続ボックス

橋 

10 
⑤カタリ-シタウリ-

ダカハ道路 
⑤-7 クルワ 2.3 1.0 184 

土砂流 

区間 

土砂流区間であるが、直上流に崩壊地があり、ヒ

ヤリングによると斜面崩壊と洪水とが同時に発生

すると土石が流れてくるようである。また流木が

流れてくる可能性が大きい。このため、支間長 25

ｍの鉄筋コンクリート T 桁橋を採用する。 

鉄筋コンクリ

ート T 桁橋 

11 
⑤カタリ-シタウリ-

ダカハ道路 
⑤-5 タクル-4 0.9 0.3 

土石流の

考慮不要 

上流部に支間長 5ｍ程度のスラブカルバートが設

けられている。平坦な扇状地形の中に位置し、大

きな洪水時には氾濫する河川である。常時水路区

間に対してスパン 10ｍの連続ボックス橋を採用す

る。 

連続ボックス

橋 

12 
⑤カタリ-シタウリ-

ダカハ道路 
⑤-4 タクル-3 1.5 1.0 

土砂流 

区間 

平坦な扇状地形の中に位置し、大きな洪水時には

氾濫する河川である。常時水路区間に対してスパ

ン 10ｍの連続ボックス橋を採用する。 

連続ボックス

橋 

13 
⑤カタリ-シタウリ-

ダカハ道路 
⑤-3 タクル-2 0.1 0.5 

土石流の

考慮不要 

平坦な扇状地形の中の低地状の所に位置し、通常

は用水の機能を果たし、大きな洪水時には氾濫し

た水が流れる場所である。このためスパン 5ｍの

連続ボックス橋を採用する。 

連続ボックス

橋 

14 
⑤カタリ-シタウリ-

ダカハ道路 
⑤-2 タクル-1 0.7 0.5 

1851 

洪水流 

区間 

平坦な扇状地形の中に位置し、大きな洪水時には

氾濫する河川である。常時水路区間に対してスパ

ン 10ｍの連続ボックス橋を採用する。 

連続ボックス

橋 

15 
⑤カタリ-シタウリ-

ダカハ道路 
⑤-1 タモニ 0.3 砂利 498 

土石流の

考慮不要 

平坦な扇状地形の中に位置し、大きな洪水時には

氾濫する河川である。渡河サイト周辺は洪水時に

は池のようになる場所である。スパン 7ｍの連続

ボックス橋を採用する。 

連続ボックス

橋 

16 
⑬メラムチ-ボタン

道路 
⑬-6 カルテ 8.4 3.0 231 

土石流 

停止区間 

土石流流下区間で橋脚設置が不適である。トラス

橋が候補として上げられるが、橋梁の高さが既存

道路より 5ｍ以上高くなって、集落の前の道路に

連続ボックス

橋 
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擦り付けることができなくなる。このため、地域

生活への悪影響を避けることを優先し、稀には土

石流による被害を受けることを許容した連続ボッ

クス橋梁を採用して取付け道路の高さを低くす

る。 

17 
⑬メラムチ-ボタン

道路 
⑬-8 ティペニ 12.0 3.0 293 

土石流 

停止区間 

土石流流下区間で橋脚設置が不適である。トラス

橋が候補として上げられるが、橋梁の高さが既存

道路より 5ｍ以上高くなって、集落の前の道路に

擦り付けることができなくなる。このため、地域

生活への悪影響を避けることを優先し、稀には土

石流による被害を受けることを許容した連続ボッ

クス橋梁を採用して取付け道路の高さを低くす

る。 

連続ボックス

橋 

18 
⑬メラムチ-ボタン

道路 
⑬-10 マハデヴィ 6.2 2.0 262 

土石流 

停止区間 

土石流流下区間で橋脚設置が不適である。桁下空

間の確保、サイトまでのアクセス性が悪く長尺部

材の輸送難、および既存道路との取り合わせから、

下弦トラス橋を採用する。 

 

トラス橋 

19 
⑬メラムチ-ボタン

道路 
⑬-14 ハディ 10.9 5.0 661 

土石流 

停止区間 

土石流停止区間で橋脚設置が不適である。実際に

も、頻繁かつ破壊力の大きい土石流が発生してい

ることが地元住民から指摘されている。急峻な谷

地形かつ斜面の地質が悪いことから、斜面上にア

ンカレイジを設置する吊橋の採用は難しい。 

現渡河サイトと下流にある人道吊橋までの間に三

つの代替案が考えられたが、土石流および斜面崩

壊に対して、 も安全に橋梁とすることができる、

現渡河サイトでの 70ｍ級のトラス橋を採用するこ

ととした。なお、吊橋と同様に 1 台/回に制限した

運用を行う。 

トラス橋 

20 
②シンズリマディ-

カピラコット道路 
②-1 マリン 

1.3 
(0.6) 

1.5 2837
洪水流 

区間 

渡河サイトから下流に土石流によって堆積した巨

石が点在している。地元住民によると 20 年程度周

期で大きな洪水が流れているようである。架橋サ

イトとして、150ｍ程度の川幅を持つ現渡河サイト

と約 400ｍ下流で川幅が 100ｍ程度のサイトが代

替案して考えられた。なお、現渡河サイトでは、

道路局により、鉄筋コンクリートＴ桁橋の橋梁詳

細設計が行われている。 

【現渡河サイト・鉄筋コンクリートＴ桁橋案】 

• 土石流の堆積が予想される。 

• 下部工の掘削が困難と予想される。 

【400ｍ下流のサイト・吊橋案】 

• 橋脚を設けないので土石流の堆積の問題はな

い。 

• コストがＲＣ－Ｔの 2 倍程度。 

• 両側それぞれ約 300ｍのアクセス道路の新設

に伴う用地取得（社会環境への悪影響） 

この二つの代替案に対し、 

• 地元住民からのヒヤリングの結果、巨石の堆

積をもたらした土石流は 1941 年の豪雨によ

るもので、その後、同規模の洪水が流れてい

るが、土石は流れていないことが確認された。 

• さらに、道路局の地形測量の結果から当該箇

所の河川勾配が 0.6%と緩やかであることが

確認された。 

• ｢ネ｣国の代表的な建設業者 10 社の代表者と

下部工の施工について協議した結果、建設可

能であるとのコミットを得ることができた。 

 

このため、現渡河サイト・鉄筋コンクリートＴ桁

橋案を採用することとした。 

 

鉄筋コンクリ

ート T 桁橋 

21 
②シンズリマディ-

カピラコット道路 
②-5 デオジャ 4 5.0 618 

土砂流 

区間 

稀には土石流による被害を受けることを許容し、

スパン 10ｍ連続ボックス橋梁を採用する。 

連続ボックス

橋  

22 
②シンズリマディ-

カピラコット道路 
②-6 マヘシャタ 2.0 1.0 636 

土砂流 

区間 

ヒヤリングによると 1993 年の豪雨で発生した土

石流が堆積している。平坦な扇状地形の中に位置

し、大きな洪水時には氾濫する河川である。常時

水路区間に対してスパン 10ｍの連続ボックス橋を

採用する。なお、常時水路ではない区間にはスパ

ン 5ｍの連続ボックス橋を採用する。 

連続ボックス

橋 
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23 
②シンズリマディ-

カピラコット道路 
②-7 チャンツリ 1.2 1.0 817 

洪水流 

区間 

ヒヤリングによると 1993 年の豪雨で発生した土

石流が堆積している。平坦な扇状地形の中に位置

し、大きな洪水時には氾濫する河川である。常時

水路区間に対してスパン 10ｍの連続ボックス橋を

採用する。 

 

連続ボックス

橋 

24 
⑥マンタリ-ラメチャッ

プ-サングター道路 
⑥-1 スカジョ 3.8 0.2 415 

土砂流 

区間 

膨大な土砂が堆積した川原である。スパン 10ｍ連

続ボックス橋梁を採用する。 

 

連続ボックス

橋 

25 
③シンズリマディ-

ビヒムスタン道路 
③-1 ダミレ 1.9 1.0 674 

土砂流 

区間 

稀には土石流による被害を受けることを許容し、

スパン 10ｍ連続ボックス橋梁を採用する。 

 

連続ボックス

橋 

26 
③シンズリマディ-

ビヒムスタン道路 
③-5 ジルガ 1.3 0.5 1153

洪水流 

区間 

広い河川敷を持つ川である。常時水路区間に対し

てスパン 10ｍの連続ボックス橋を採用する。 

 

連続ボックス

橋 

27 
④ビーマン-ダンサ

リ道路 
④-43 ダンサリ 1.3 砂 148 

土石流の

考慮不要 

カマラ川の影響を受け、流速は遅い、かつ流木や

土砂による閉塞の可能性は極めて少ない。このた

め 7ｍの支間長の連続ボックス橋を採用する。 

 

連続ボックス

橋 

28 
⑩カツンジェ-バン

ク道路 
⑩-1 ロシ 1.1 0.5 757 

土砂流 

区間 

土砂流区間ではあるが、砂利採取に伴うロシ川の

急速な河床低下、蛇行および支流の土石流合流に

伴う河床の変動および激しい局部洗掘が予想さ

れ、橋脚の設置は不適であると判断する。このた

め、100ｍ級の吊橋を採用する。 

 

吊橋 

29 
⑨カブレバンジャング

--カカレ道路 
⑨-1 ロシ 1.5 0.5 690 

土砂流 

区間 

土砂流区間ではあるが、砂利採取に伴うロシ川の

急速な河床低下、蛇行および支流の土石流合流に

伴う河床の変動および激しい局部洗掘が予想さ

れ、橋脚の設置は不適であると判断する。このた

め、90ｍ級の吊橋を採用する。 

 

吊橋 

30 
⑨カブレバンジャング

--カカレ道路 
⑨-2 アンボテ 6.7 2.0 384 

土石流 

停止区間 

土石流停止区間のため橋脚設置が不適である。こ

のため 70ｍ級のトラス橋か吊橋が候補となる。し

かしながら、当該サイトへのアクセス道路の規格

が極めて低いこと、および当該サイトから先の道

路が未整備であることから、段階建設の考えから

第 1 段階として穴開きコーズウエイを採用する。 

 

穴開きコーズ

ウエイ 

31 
⑧ ベタリ-ナマデ

ィ-キムチ道路 
⑧-2 ボハレ 19.7 2.0 99 

土石流 

停止区間 

土石流停止区間で橋脚を設けることが不適であ

る。このためトラス橋が候補となるが、橋梁直上

斜面に大規模崩壊（落石を受ける危険性）がある

ため、流量が少ないことも考慮し、稀には土石流

による被害を受けることを許容し、スパン 10ｍ連

続ボックス橋梁を採用する。 

 

連続ボックス

橋 

32 
⑤カタリ-シタウリ-

ダカハ道路 
⑤-9 ピプリ 3.3 砂利 63 

土砂流 

区間 

スパン 10ｍ連続ボックス橋梁を採用する。 

 

連続ボックス

橋 

33 
⑬メラムチ-ボタン

道路 
⑬-1 アンデリ 9.9 1.0 115 

土石流 

停止区間 

土石流流下区間で橋脚設置が不適である。トラス

橋が候補として上げられるが、橋梁の高さが既存

道路より 5ｍ以上高くなって、集落の前の道路に

擦り付けることができなくなる。このため、地域

生活への悪影響を避けることを優先し、かつ流量

が少ないことも考慮して、稀には土石流による被

害を受けることを許容した連続ボックス橋梁を採

用して取付け道路の高さを低くする。 

 

連続ボックス

橋 

34 
②シンズリマディ-

カピラコット道路 
②-4 アチョ 6.5 0.5 121 

土石流 

停止区間 

土石流流下区間で橋脚設置が不適である。トラス

橋が候補として上げられるが、橋台が大きな土石

流堆積の中に位置するとともに、直近の上下流に

崩壊斜面が位置しているなど、橋梁を設ける適地

ではない。このため、流量が少ないことも考慮し

て、稀には土石流による被害を受けることを許容

した連続ボックス橋梁を採用する。 

 

連続ボックス

橋 

35 
③シンズリマディ-

ビヒムスタン道路 
③-2 ビサレ 0.1 砂利 244 

土石流の

考慮不要 

流木や土砂による閉塞の可能性は極めて少ない。

このため 7ｍの支間長の連続ボックス橋を採用す

る。 

連続ボックス

橋 

 出典：調査団 



42 

(8) 橋梁計画 

1) 基本方針・設計基準 

【幅員】 

準幹線道路に区分される路線上の道路橋の幅員構成は、準幹線道路設計要領(第 3 版)に
基づき、総幅 5.7m（0.6+4.5+0.6）とする。 

郡道に区分される路線上の道路橋の幅員構成は、ネパール道路構造令(2027)に基づき、

車線幅 3m に歩道相当幅 1m を片側に加えた 4m の車道幅に、両側にそれぞれ 0.25m の地

覆を加えた、総幅 4.5m とする。 

特殊な荷重条件（1 回 1 台通行）を採用する長大橋梁の車道幅は、現在 DOLIDAR が建

設中の Dobila Motorable Suspension Bridge と同様に、総幅 4.0m（有効幅員 3.5m）とする。 

【活荷重および橋梁設計基準】 

インドの設計基準、「Standard Specifications and Code of Practice for Road Bridges」に基づ

く。ただし、活荷重はネパール道路構造令 (2027)に基づき、以下のとおり AASHOTO の

活荷重を採用する。 

• 大規模橋梁：HS20-44 

• 中小橋梁・カルバート：HS15-44 

• 吊橋、特殊トラス橋：HS15-44 (一度に一台の通行を許す)及び群集荷重 

      HS15-44(スパン長 25m 未満)         HS20-44(スパン長 25m 以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5  設計活荷重（HS15-44、HS20-44）の内容 出典：AASHOTO 
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橋梁は以下の基準類に準拠して基本設計を行う。 

• 「ネ」国基準「Classification and Design Standards for Feeder Roads (Second Revision), 1994, 

Department of Roads」 

• 「ネ」国基準「Standard Specifications for Road and Bridge Works, 2001, Department of 

Roads」 

• インド国基準「Standard Specifications and Code of Practice for Road Bridges, The Indian 

Roads Congress (IRC)」 

・ アメリカ基準「Standard Specifications for Highway Bridges(AASHTO)」(17th Edition)                

 

2) 設計条件 

主な設計条件を下記に示す。 

a) 設計荷重 スパン長 25m 未満：HS15-44（AASHTO 17th Edition による） 

             スパン長 25m 以上：HS20-44（AASHTO 17th Edition による） 

 吊橋および長大トラス：HS15-44（AASHTO 17th Edition による）+群集

荷重 

b) 衝撃荷重 インド国基準に準拠 

c) 設計震度 設計水平震度 kh=0.10 

d) 使用材料 

コンクリート RC-T 桁：σck=30 N/mm2 

           RC 床版：σck=25 N/mm2 

           下部工：σck=25 N/mm2（吊橋アンカーレイジ σck=20 N/mm2） 

鉄   筋   降伏点強度：σsy=415 N/mm2  

鋼  材   インド国基準に準拠 

 

3) 設計ケース 

橋梁の設計は、橋梁形式毎に幅員、スパン長、および活荷重の組合せ毎に行う。 

表3.15  橋梁設計計算の組合せ 

橋梁形式 種別 有効幅員 スパン長 活荷重 対象橋梁（Site No） 

吊橋 上部工 3.5m 90m HS15-44－1 台、群集荷重 9-1 

〃 〃 3.5m 100m HS15-44－1 台、群集荷重 10-1 

〃 〃 3.5m 120m HS15-44－1 台、群集荷重 11-3 

トラス橋 上部工 4.0m 30m HS20-44 8-1、8-3、8-4、8-5、13-10

〃 〃 3.5m 70m HS15-44－1 台、群集荷重 13-14 

RC-T 桁 上部工 4.5m 23m HS15-44 2-1 

〃 〃 4.0m 24.2m HS15-44 1-1、5-7 

出典：調査団、 注記：下部工設計は上表の上部工毎に、構造高で組合せる。吊橋およびトラス橋は橋台のみであり、鉄

筋コンクリート T 桁橋（RC-T）のみ橋脚を有する。 
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4) 荷重組合せ 

橋梁設計に用いる荷重は下記の種類を考慮し、これらの組合せは表 3.16 のとおり設定す

る。 

① D：死荷重 

② LI：活荷重（衝撃） 

③ SH：乾燥収縮（-15℃相当） 

④ E：土圧（クーロン土圧） 

⑤ HP：流水圧 

⑥ W：風荷重（設計風速 V=30m/s） 

⑦ T1：温度変化の影響（上昇+20℃、降下-15℃） 

⑧ T2 主桁の断面内温度差（RC-T 桁の場合に考慮） 

⑨ EQ：地震荷重（設計水平震度 kh=0.10） 

⑩ U：浮力 

 

表3.16  荷重の組合せ表 

Case. D LI SH E HP W T1 T2 EQ 割増係数 

1 常 時 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - 1.00 

2 温度変化時 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.15 

3 温度変化時(活/2) 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.15 

4 風荷重時 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - 1.33 

5 温度変化+風 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.33 

6 地震時 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 - 1.0 1.0 1.0 1.50 

     出典：調査団 注記：U 浮力は各組合せケースについて不利となる場合に考慮する。 

 

 

5) 吊橋の計画 

i) 構造形式の選定 

ロシ川沿いにはシンズリ道路建設計画において多くの橋梁、擁壁構造物が計画・施工さ

れている。そして同事業では洪水時の異常な局所洗掘により大規模な道路流失するという

深刻な被害を経験している。この時の検討において、ロシ川は支流から流れ込む土石流、

および川沿いの斜面の崩壊の影響により、大規模な洪水時には護岸、橋脚に予測できない

外力が作用するとの結論に達している。この経験から、ロシ川においては河川内に橋脚を

設置することは望ましくないと判断し、3 ヵ所のロシ川の渡河サイトにおいては１径間で

横断可能な吊橋を選定した。 

ii) 構造概要 

吊橋の構造は現在「ネ」国において経験済みの構造を採用する。主塔は既往の Dobila 
Motorable Suspension Bridge の実績を考慮して鉄筋コンクリート構造とする。主塔高はケー

ブルの容量に限界（φ48mm、N=5 本）がある為、ケーブル張力を容量内に抑制する必要
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から通常より高く設定する（スパン長の約 12％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.6  主塔高とケーブル張力の関係 出典：調査団 

 

主索は「ネ」国における鋼ケーブルの市場性を考慮して 大径を 50mm（48mm または

50mm）とする。また、束ねケーブルの加工は現時点においては困難であると判断し、平

行配置ケーブルを採用する。平行配置ケーブルの 大本数は 5 本とする。補剛桁は鋼トラ

ス桁とする。トラス部材はインド規格形鋼にて製作する。床版構造は軽量化、変位への追

随性を考慮して Dobila Motorable Suspension Bridge で採用されている縞鋼板構造とする。 

 

 

図3.7  吊橋の標準断面 出典：調査団 
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iii) 構造解析 

 構造解析は図 3.8 に示す 3 次元立体フレーム構造にて解析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.8  吊橋構造解析モデル（11-3サイトの例） 出典：調査団 

 

6) トラス橋の計画 

i) 構造形式の選定 

トラス橋は渡河部の橋梁径間長に従ってポニートラス橋(径間長：25ｍ～40m)、ワーレ

ントラス橋 (径間長：40ｍ～70m)の 2 形式を適用する。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

             ポニートラス橋 

 

 

 

                                          ワーレントラス橋 

図3.9  トラス橋の標準断面 出典：調査団 
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ii) 構造概要 

トラス橋の主要部材は「ネ」国に流通しているインドからの輸入型鋼を主材とする。床

版として、縞鋼製の床組を採用している例が認められるが、耐久性に劣ると判断し、本プ

ロジェクトにおいては鉄筋コンクリート床版を採用する。また、路面舗装をしない代わり

に、鉄筋コンクリート床版上に 3cm の磨耗層を考慮する。 

iii） 構造解析 

トラス橋の解析は３次元の立体骨組にて断面力の解析を行う。 

7) 鉄筋コンクリート橋の計画 

i) 構造形式の選定 

鉄筋コンクリート橋は洪水流下区間において、流木等により洪水の流下が阻害される恐

れのある箇所で開口幅を広く確保する必要がある場合に選定される形式である。橋梁幅員

は準幹線道路に分類されるシンズリ郡のシンズリマディ-カピラコット道路、マリン川橋

については 4.5ｍ、その他の郡道の橋梁については 4.0ｍとする。 

                         

 

 

 

 

 

 

 

              橋梁幅員（4.5m）                    橋梁幅員(4.0m) 

       図3.10  鉄筋コンクリート橋標準断面 出典：調査団 

ii) 構造概要 

大径間長及び主桁高はネパールの既往の設計を参考にしてスパン長 L=25m、桁高

h=1.5ｍとする。多径間の場合は不同沈下、施工性を考慮して単純形式を採用する。 

8) トラス橋、吊橋及び鉄筋コンクリート橋設計結果 

設計条件に基づく構造計算で得られたトラス橋、吊橋及び鉄筋コンクリート橋の諸元を

表 3.17 に示す。 

表3.17  橋梁設計結果 

サイト

番号 

河川名 

 

有効幅員 

（m） 

橋梁形式 

 

橋 長 

（m） 

斜 角 

（°） 

スパン割

（m） 

桁 高 

（m） 

橋台 

形式 

橋台高 

（m） 

橋脚 

形式 

橋脚高 

（m） 

1-1 Dholan 4.0 RC-T 桁 50.0 90 24.2×2 1.5 逆 T 式 10.0 壁式 8.5 

2-1 Marin 4.5 RC-T 桁 142.0 90 23.0×6 1.5 逆 T 式 11.0 壁式 11.0 

5-7 Kantawa 4.0 RC-T 桁 50.0 90 24.2×2 1.5 逆 T 式 8.0 壁式 8.5 

4500 600600
5700

15
00

2.00% 2.00%

150027001500

4000 250250

1050 2400 1050

4500

15
00

2.00% 2.00%
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8-1 Palati 4.0 トラス橋 30.8 90 30.0 3.5 逆 T 式 8.0 --- --- 

8-3 Haluwa 4.0 トラス橋 30.8 90 30.0 3.5 逆 T 式 10.0 --- --- 

8-4 Pharpu 4.0 トラス橋 30.8 90 30.0 3.5 逆 T 式 10.5 --- --- 

8-5 Chhatauni 4.0 トラス橋 30.8 90 30.0 3.5 逆 T 式 10.0 --- --- 

9-1 Roshi-1 3.5 吊橋 90.0 90 86.0 1.5 逆 T 式 10.5 主塔高 12.5 

10-1 Roshi-2 3.5 吊橋 100.0 90 96.0 1.5 逆 T 式 9.5 主塔高 14.0 

11-3 Roshi-3 3.5 吊橋 120.0 90 116.0 1.5 逆 T 式 12.0 主塔高 16.1 

13-10 Mahadev 4.0 トラス橋 30.8 90 30.0 3.5 逆 T 式 12.0 --- --- 

13-14 Hadi 3.5 トラス橋 71.0 90 70.0 7.5 逆 T 式 10.5 --- --- 

 出典：調査団 

8) 連続ボックス橋の計画 

i) 構造形式の選定 

連続ボックス橋の構造形式の選定方針は次のとおりである。 

a） 10m スパン・支承構造 

土石流停止区間、土砂流区間、及び洪水流区間で想定を超える洪水や大規模土石流が流

れ、土砂により桁下空間の閉塞、壁や床版の破損の可能性があるサイトで採用する。被災

して床版や壁が壊れることを想定して、上部工支持構造を支承構造とする。 

b） 7m スパン・剛結構造 

土石流考慮不要区間において、流速が小さくて大きな洪水時には池のような状態となる

など、閉塞の可能性が極めて少ないト考えられるサイトで採用する。上部工支持構造を剛

結構造とし部材の縮小化を図る。 

c） 5m スパン 

常時水路部の側方に設け、10m スパンまたは 7m スパンと組合せて採用する。上部工支

持構造は常時水路採用構造と同じ構造とする。 

以上の連続ボックス橋の構造形式選定基準を表 3.18 に示す。 

表3.18  連続ボックス橋構造形式選定方針 

流砂形態 氾濫の可能性 閉塞の可能性 スパン長 支持構造

土石流流下停止区間間 あり あり 10 m 支承

土砂流区間 あり あり 10 m 支承

洪水流区間 あり あり 10 m 支承

土石流考慮不要 なし なし 7 m 剛結

出典：調査団、注記：5mスパンは 10m または 7m スパンと組合せて採用する。（常時水路以外） 

d） 穴あきコーズウエイ 

No.9 カブレバジャング－ダプチャ－カカレ道路の 9‐2 アンデリ川サイトは土石流停止

区間に位置し、川幅から 70m 級トラス橋が候補となるが、アクセス道路規格が極めて低

いこと、および当該サイトから先の道路が未整備であることの理由より、段階的にアップ

グレードされる第 1 段階として、連続ボックス形式の穴あきコーズウエイを採用する。 
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ii) 設計ケース 

連続ボックス橋設計における設計ケース選定上の留意事項は次のとおりである。 

• 構造解析は奥行き 1ｍで行うため、幅員および斜角による区分は行わない。 

• 支承構造の連続ボックス橋の構造解析は、主桁＋中間橋脚モデルと底版連続梁モデル

に分けて行う。側壁は高さでグループ分けを行う。 

• 剛結構造の連続ボックス橋の構造解析は、頂版、側壁、中間壁および底版の一体モデル

にて行うため、両側壁タイプと片側壁タイプ毎にグループ分けを行う。 

連続ボックス橋の設計計算ケース一覧を表 3.19 に示す。 

表3.19  連続ボックス橋設計計算ケース 

スパン長 支持 径間数 側壁高 側壁 モデル名 適用橋梁

(m) 構造 (m) （Site No）

1 - - 10-1C 3-1,3-5,5-2,5-4,6-1,8-2

8.0 - 10-2C-h8 3-1,6-1,13-8

6.0 - 10-2C-h6 5-4,13-1,13-6

9.0 - 10-3C-h9 2-5,3-5

6.0 - 10-3C-h6 2-4,3-5,5-2,5-5,6-1

4 8.0 - 10-4C-h8 2-6,2-7,5-2,5-4

支承 1 - - 7-1C 5-1

2 6.0 片側 7Rb-2C-h6 5-1,5-9

6.0 両側 7Ra-3C-h6 3-2,5-3

7.0 片側 7Rb-3C-h7 5-1

7.0 両側 7Ra-4C-h7 1-2,4-43,5-11

6.0 片側 7Rb-4C-h6 5-8

1 - - 5-1C 2-6,5-8

2 6.0 - 5-2C-h6 2-6

4 6.0 - 5-4C-h6 2-6

剛結 4 5.0 片側 5Rb-4C-h5 5-8

注　記 - モデル名凡例 -

　（スパン長）－（径間数）C － h（側壁高）

　　Ra：剛結（Rigid）構造で両側壁タイプ

　　Rb：剛結（Rigid）構造で片側壁タイプ

　　1C：単純桁であり上部工のみ計算する。

・側壁高：路面～底版天端の高さを示す。

2

3

7

10

5

支承

剛結

支承

3

4

 

出典：調査団 

iii) 荷重ケース 

連続ボックス橋設計に用いる荷重は下記の種類を考慮し、これらの組み合わせは表 3.20
のとおり設定する。 

① D：死荷重 

② LI：活荷重（衝撃） 

③ SH：乾燥収縮（-15℃相当） 

④ E：土圧（クーロン土圧） 
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⑤ T：温度変化の影響（上昇+20℃、降下-15℃） 

⑥ EQ：地震荷重（設計水平震度 kh=0.10） 

⑦ U：浮力 

表3.20  荷重の組合せ表 

Case. D LI SH E T EQ 割増係数 

1 常 時 1.0 1.0 1.0 1.0 - - 1.00 

2 温度変化時 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.15 

3 温度変化時(活/2) 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 - 1.15 

4 地震時 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.50 

注記：U 浮力は各組合せケースについて不利となる場合に考慮する。 

 出典：調査団 

iv) 地盤バネ 

地盤バネ（鉛直バネ）は「道路橋示方書Ⅳ、平成 14 年 3 月、日本道路協会」に準拠し

て設定する。地盤の N 値は N=30 と仮定するとともに、水平バネは鉛直バネに対して十分

大きい値であるとする。 

表 3.21 に鉛直方向地盤バネを示す。 
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表3.21  連続ボックス橋鉛直方向地盤バネ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：調査団 

スパン長 道路種別 径間数 底版長 底版幅 載荷面積 換算載荷幅 地盤反力係数 地盤バネ

Ls N L B Av Bv kv Kv

(m) (m) (m) (m) (m2) (m) (kN/m3) (kN/m2)

2 20.00 5.70 114.0 10.677 19,200 19,200

3 30.00 5.70 171.0 13.077 16,500 16,500

4 40.00 5.70 228.0 15.100 14,800 14,800

2 20.00 4.50 90.0 9.487 21,000 21,000

3 30.00 4.50 135.0 11.619 18,000 18,000

4 40.00 4.50 180.0 13.416 16,200 16,200

2 14.00 5.70 79.8 8.933 22,000 22,000

3 21.00 5.70 119.7 10.941 18,900 18,900

4 28.00 5.70 159.6 12.633 16,900 16,900

2 14.00 4.50 63.0 7.937 24,000 24,000

3 21.00 4.50 94.5 9.721 20,600 20,600

4 28.00 4.50 126.0 11.225 18,500 18,500

2 10.00 5.70 57.0 7.550 24,900 24,900

3 15.00 5.70 85.5 9.247 21,400 21,400

4 20.00 5.70 114.0 10.677 19,200 19,200

2 10.00 4.50 45.0 6.708 27,200 27,200

3 15.00 4.50 67.5 8.216 23,400 23,400

4 20.00 4.50 90.0 9.487 21,000 21,000

注記 ・Feeder：道路番号②および③の道路を示す。

・Discrict：道路番号②および③以外の道路を示す。

・Kv：奥行き1ｍ当りの鉛直方向地盤バネ

7

Feeder

District

5

Feeder

District

Feeder

District

10
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v) 設計結果 

設計条件に基づき構造計算を行って得られた各連続ボックス橋の諸元を表 3.22 に示す。 

表3.22  連続ボックス橋の設計結果 
Site 河川名 流砂形態 有効幅員 構造形式 上 部 工 橋　長 斜　角 径間数 スパン割 構造高

No (m) 支持構造 (m) (°) (m) (m)

1-2 Kantwa 土石流考慮不要 4.0 連続ボックス橋 剛結 28.7 70 4 4x7 6.3

2-4 Athuwa 土石流停止区間 4.5 連続ボックス橋 支承 30.8 90 3 3x10 5.9

2-5 Devjor 土砂流区間 4.5 連続ボックス橋 支承 30.8 90 3 3x10 10.6

2-6 Maheswata 土砂流区間 4.5 連続ボックス橋 支承 105.8 90 17 5+5+4x10+5+4x5+5+2x5+5+2x5 8.2

2-7 Chantuli 洪水流区間 4.5 連続ボックス橋 支承 40.8 90 4 4x10 6.9

3-1 Dhamile 土砂流区間 4.5 連続ボックス橋 支承 50.8 90 5 2x10+10+2x10 8.2

3-2 Basera 土石流考慮不要 4.5 連続ボックス橋 剛結 21.7 75 3 3x7 6.8

3-5 Girgha 洪水流区間 4.5 連続ボックス橋 支承 70.8 90 7 3x10+10+3x10 8.7

4-43 Dhansari 土石流考慮不要 4.0 連続ボックス橋 剛結 28.7 90 4 4x7 6.8

5-1 Tamorni 土石流考慮不要 4.0 連続ボックス橋 剛結 42.7 90 6 2x7+7+3x7 6.9

5-2 Thakur-1 洪水流区間 4.0 連続ボックス橋 支承 80.8 90 8 3x10+10+4x10 7.4

5-3 Thakur-2 土石流考慮不要 4.0 連続ボックス橋 剛結 21.7 90 3 3x7 6.0

5-4 Thakur-3 土砂流区間 4.0 連続ボックス橋 支承 70.8 90 7 2x10+10+4x10 8.7

5-5 Thakur-4 土石流考慮不要 4.0 連続ボックス橋 支承 30.8 70 3 3x10 5.6

5-8 Talkha 土石流考慮不要 4.0 連続ボックス橋 剛結 78.7 90 14 4x5+5+4x7+5+4x5 5.6

5-9 Piprahi 土砂流区間 4.0 連続ボックス橋 剛結 14.7 90 2 2x7 5.6

5-11 Kartha 土石流考慮不要 4.0 連続ボックス橋 剛結 28.7 70 4 4x7 7.3

6-1 Sukajor 土砂流区間 4.0 連続ボックス橋 支承 60.8 90 6 2x10+10+3x10 7.3

8-2 Bohare 土石流停止区間 4.0 連続ボックス橋 支承 10.8 90 1 10 8.8

9-2 Andheri 土石流停止区間 4.0 穴あきコーズウェイ － 27.0 90 － ボイド数：□1.5mx10 3.0

13-1 Andheri 土石流停止区間 4.0 連続ボックス橋 支承 20.8 90 2 2x10 6.3

13-6 Khalte 土石流停止区間 4.0 連続ボックス橋 支承 20.8 90 2 2x10 6.5

13-8 Tipeni 土石流停止区間 4.0 連続ボックス橋 支承 20.8 90 2 2x10 8.4

注　記 ・構造高：路面～底版下面の高さであり，橋梁内の 大高を示す。  

 出典：調査団 

 

(9) アプローチ道路の計画 

1) 設計基準 

Nepal Road Standards (2027)、Design Standards for Feeder Roads (Third Revision)に基づく主

な道路設計基準は表 3.23 のとおりである。 

表3.23  主なアプローチ道路幾何構造基準 
項目 基準値 

道路幅（m） 4.5 
車線幅（m） 4.5 
路肩幅（m） 考慮しない 
横断勾配（％） ４ 
最小平面曲線半径（m） 12.5 
最小縦断曲線半径（m） 300 
最大縦断勾配（％） 12 
最小横断水路断面（mm） 600 

 出典：Nepal Road Standards (2027)、 Design Standards for Feeder Roads 

なお、現地既存道路条件から 小曲線半径、 小縦断曲線値の適用が困難な場合には、

対象道路を現在運行している 20 席級の乗り合いバスが徐行して通行できることを、走行

軌跡図等により確認したうえで、例外的に 小曲線半径、 小縦断曲線値以下の値を採用

する。 
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2) 舗装 

舗装が設けられていない既存道路に合わせて、取付け道路には 30ｃｍの厚さの砂利工を

設ける。 

3) のり面保護 

取付け道路に生ずるのり面は、高さ 5ｍ以下の盛土のり面が主体となる。この盛土のり

面の保護として「筋芝工：Planting rooted grass slips」を行う。 

4) 擁壁 

河川沿いの擁壁には、吸出しによる盛土の変形を防止するため、練石による重力式擁壁

を採用する。 水の作用しない盛土のり尻等の擁壁には経済的かつ施工の容易なガビオン

を採用する。 

5) 路側水路・灌漑水路 

山側のり尻（路側）には練り石によるＵ型水路（幅 0.6ｍ、深さ 0.3ｍ）を設ける。既存

の灌漑施設の機能を障害した場合には、同等の機能で代替施設を設ける。 

 

3.2.3 基本設計図 

以上までの概略設計に基づいて対象 35 サイトの一般図を作成した。 

一般図は資料－７に添付する。 

 

3.2.4 施工計画 

(1) 工事のロット分け 

本事業で建設される 35 ヶ所の河川構造物は、優先順位を考慮しながら、技術（橋梁形

式）、地域（路線）、工事数量（個所数）、「ネ」国建設業者の実施能力ならびに事業予算の

上限を考慮して、適切な工事規模となるように、南と北の 2地域に分けるとともに、表 3.24、
表 3.25 及び図 3.11 に示したように 12 ロットに分割する。 

特に、事業予算の上限額と、競争入札を経て確定される執行金額のバランスを図るため

に、対象 35 サイトを、i）「優先順位の高い雨期の通行止めが数ヶ月に及ぶグループ」と、

ii）「優先順位の低い雨期の通行止めが数日間のグループ」に分け、前者のグループを先行

して工事を開始し、後者のグループは、入札時にはロットから外し、予算執行状況を確認

した上で、当該ロットに設計変更手続きを経て追加するものとする。 

また、「優先順位の高い雨期の通行止めが数ヶ月に及ぶグループ」で構成される 12 ロッ

トについても、優先順位の高いロットから順に入札手続を行う。このため、順位の高いロ

ットの入札結果によっては、順位の低いロットを実施に移さない場合が生じる。さらに、

上位のロットの入札後の予算残額、及び残りのロットの予定価格から、順位の低いロット

の入札が成立しないと見込まれる場合には、予算残額以内の金額になる「雨期の通行止め

が数日間のグループ」を繰り上げて着手するものとする。 
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表3.24  地域区分と工事ロット 

地域 ロット　No. 対象郡 対象路線 対象渡河サイト 吊橋 トラス橋 RC橋
連続ボッ
クス橋

合計

ロット 1 ラメチャップ 路線 8 8-1、8-3、8-4 3 3

ロット 2 ラメチャップ 路線 8 & 6 6-1、8-5 1 1 2

ロット 3 カブレパランチョーク 路線 11 11-3 1 1

ロット 7 シンズパルチョーク 路線 13 13-6、13-8、13-10、3-4 2 2 4

ロット 11 カブレパランチョーク 路線 10 10-1 1 1

ロット 12 カブレパランチョーク 路線 9 9-1、9-2 1 1 2

(6 ロット) (6 路線) 13サイト 3 6 0 4 13

ロット 4 マホタリ 路線 1 1-1、1-2 1 1 2

ロット 5 シンズリ 路線 4 & 5 4-43、5-7、5-8、5-11 1 3 4

ロット 6 シンズリ 路線 5 5-1、5-2、5-3、5-4、5-5 5 5

ロット 8 シンズリ 路線 2 2-1 1 1

ロット 9 シンズリ 路線 2 2-5、2-6、2-7 3 3

ロット 10 シンズリ 路線 3 3-1、3-5 2 2

(6 ロット) (5 路線) 17サイト 0 0 3 14 17

地域 ロット　No. 対象郡 対象路線 対象渡河サイト 吊橋 トラス橋 RC橋
連続ボッ
クス橋

合計

北部地域 ロット 2 ラメチャップ 路線 8 8-2 1 1

南部地域 ロット 5 シンズリ 路線 5 5-9 1 1

北部地域 ロット 7 シンズパルチョーク 路線 13 13-1 1 1

南部地域 ロット 9 シンズリ 路線 2 2-4 1 1

南部地域 ロット 10 シンズリ 路線 3 3-2 1 1

北部地域

南部地域

雨期の通行止めが数ヶ月にわたる優先順位30番目までのサイトを12ロットに分割する

雨期の交通止めが数日程度の優先順位30から35番目までのサイトは予算執行状況により近傍のロットに設計変更手続きにより追加する。

 

出典：調査団  



54 

表3.25  工事ロットの内容  出典：調査団 

ｻｲﾄ No. 河川名
橋長
(ｍ)

有効幅員
(ｍ)

1 8-1 パラティ トラス橋 30.8 4.0 A 1

2 8-3 ハルワ トラス橋 30.8 4.0 A 2

3 8-4 パプ トラス橋 30.8 4.0 A 3

4 No.8 ベタリ－ナマディーキムティ道路 8-5 チャトワネ トラス橋 30.8 4.0 A 4

5 No.6
マンタリーラメチャップーサング
タール道路

6-1 スカジャ 連続ボックス橋 60.8 4.0 A 24

6 LOT3
カブレパルチョー
ク郡

No.11
ボハレドハンートロパレスーネパ
ルトック道路

11-3 ロシ 吊橋 120.0 3.5 A 5

7 1-1 ドラン 鉄筋コンクリート橋 50.0 4.0 A 6

8 1-2 カンタワ 連続ボックス橋 28.7 4.0 A 7

9 No.4 ビーマンーダンサリ道路 4-43 ダンサリ 連続ボックス橋 28.7 4.0 A 27

10 5-11 コルタ 連続ボックス橋 28.7 4.0 A 8

11 5-8 タルカ 連続ボックス橋 78.7 4.0 A 9

12 5-7 クルワ 鉄筋コンクリート橋 50.0 4.0 A 10

13 5-5 タクール-4 連続ボックス橋 30.8 4.0 A 11

14 5-4 タクール-3 連続ボックス橋 70.8 4.0 A 12

15 5-3 タクール-2 連続ボックス橋 56.7 4.0 A 13

16 5-2 タクール-1 連続ボックス橋 80.8 4.0 A 14

17 5-1 タモニ 連続ボックス橋 42.7 4.0 A 15

18 13-6 カルテ 連続ボックス橋 20.8 4.0 A 16

19 13-8 ティペニ 連続ボックス橋 20.8 4.0 A 17

20 13-10 マハデヴィ トラス橋 30.8 4.0 A 18

21 13-14 ハディ トラス橋 71.0 3.5 A 19

22 LOT8 シンズリ郡 No.2
シンズリマディーカプリコット道
路

2-1 マリン 鉄筋コンクリート橋 142.0 4.5 A 20

23 2-5 デオジャ 連続ボックス橋 30.8 4.5 A 21

24 2-6 マヘスワタ 連続ボックス橋 105.8 4.5 A 22

25 2-7 チャダウリ 連続ボックス橋 40.8 4.5 A 23

26 3-1 ダミレ 連続ボックス橋 50.8 4.5 A 25

27 3-5 ヂルガ 連続ボックス橋 70.8 4.5 A 26

28 LOT11
カブレパラン
チョーク郡

No.10
カツンデベシ－シパリーバンク
道路

10-1 ロシ 吊橋 100.0 3.5 A 28

29 9-1 ロシ 吊橋 90.0 3.5 A 29

30 9-2 アンボテ 連続ボックス橋 27.0 4.0 A 30

31 LOT1 ラメチャップ郡 No.8
ベタリ－ナマディーキムティ
道路

8-2 ボホレ 連続ボックス橋 10.8 4.0 B 31
予算執行状況によりロット１に設計
変更で契約に追加する。

32 LOT5 シンズリ郡 No.5
ダカハ－シルツリーカタリ道
路

5-9 ピプリ 連続ボックス橋 20.8 4.0 B 32
予算執行状況によりロット5に設計
変更で契約に追加する。

33 LOT7
シンズパラン
チョーク郡

No.13 メラムチーボタン道路 13-1 アンデリ 連続ボックス橋 20.8 4.0 B 33
予算執行状況によりロット7に設計
変更で契約に追加する。

34 LOT9 シンズリ郡 No.2
シンズリマディーカプリコット
道路

2-4 アンチョ 連続ボックス橋 30.8 4.5 B 34
予算執行状況によりロット9に設計
変更で契約に追加する。

35 LOT10 シンズリ郡 No.3 シンズリマディ－ﾋﾞﾑｽﾀﾝ道路 3-2 ビサレ 連続ボックス橋 21.7 4.5 B 35
予算執行状況によりロット１0に設計
変更で契約に追加する。

注： サイト評価　Ａ 雨期中に数ヶ月の交通止めとなる。
サイト評価　Ｂ 雨期中の強い降雨により数日間の通行止めとなる。

このロットは当初の事業内容には
含まれないが、予算執行状況に
よっては実施に移される。

カブレバジャングーダプチャーカ
カレ道路

LOT10 シンズリ郡 No.3 シンズリマディ－ﾋﾞﾑｽﾀﾝ道路

LOT12
カブレパラン
チョーク郡

No.9

番号

LOT7

LOT2 ラメチャップ郡

LOT4

ラメチャップ郡

マホタリ郡

シンズパラン
チョーク郡

LOT5 シンズリ郡

メラムチーボタン道路No.13

サイト

ラクマニアーバラトプールーラグ
ナトプール道路

No.1

No.8 ベタリ－ナマディーキムティ道路

No.5 ダカハ－シルツリーカタリ道路

ｻｲﾄ評価・優先順位施設形式 備考

LOT 1

ロット No. 路線名郡　名

規模

LOT9 シンズリ郡 No.2
シンズリマディーカプリコット道
路

LOT6 シンズリ郡 No.5 ダカハ－シルツリーカタリ道路
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図3.11  工事ロットの分布  出典：調査団 
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(2) 調達代理機関 

1) 調達代理機関の業務内容 

本プロジェクトの「ネ」国側の主管官庁は地方開発省（MOLD）であり、実施機関は地

方インフラ開発農道局（DOLIDAR）である。地方開発省/地方インフラ開発農道局は交換

公文（Exchange of Notes）及び贈与契約（Grant Agreement）に基づき、財団法人日本国際

協力システム（JICS）と調達代理契約を結ぶ。JICS は MOLD/DOLIDAR の代理人として

設計・施工監理コンサルタント、現地施工業者の調達等の役務を行う。図 3.12 に調達代理

方式による事業実施体制案を示す。調達代理機関の業務内容は次のとおりである。 

• 元請コンサルタント契約 

• 入札図書作成 

• 資金運営管理 

• 入札実施・業者契約 

• 設計変更、施工品質管理、工事瑕疵に係る管理・監督 

契約関係を示す
協議・検査・確認報告等を示す

監理

在ネパール日本国大
使館

国際協力機構
（ネパール事務所）

調達代理機関

現地施工業者
（施工）

工事契約

報告

政府間協議会

本邦
設計・施工監理
コンサルタント

コンサルタント契約

ネパール国
（先方政府）

日本国政府

国際協力機構
（本部）

交換公文
（E/N）

地方開発省/地方インフラ開発農道局

贈与契約
（G/A）

調達代理契約

郡開発委員会

 

図3.12  調達代理方式による事業実施体制  出典：調査団 
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2) 調達代理機関の施工監理実施体制 

調達代理機関は以下の要員構成にて業務を実施する。 

統括者： 日本人、業務全体を統括管理する。 

補助統括者：日本人、現地に常駐し、統括者の業務を補佐するとともに、統括者が不在

中、統括者に代わり当該業務を管理する。 

契約関連業務/資金管理業務補助者： 

日本人、日本国内にて施工業者との契約に係る業務及び資金管理に係る業

務を行う。 

(3) コンサルタントによる施工監理 

(1) コンサルタントの業務内容 

コンサルタントの業務内容は次のとおりである。 

• 入札・契約図書作成、入札・契約補助 

• 設計変更、施工品質管理、出来高管理、工程管理及び工事瑕疵に係る監理 

2) コンサルタントの施工監理実施体制 

本邦コンサルタントによる施工監理体制は基本的に工事契約のパッケージに 1 対 1 で

対応する体制をとるものとし、現場へのアクセスの状況などを勘案して以下のように設

定する。 

• カトマンズ中央事務所： コンサルタント業務を総括し施主との調整・折衝にあた

る機関としてカトマンズに中央事務所を設置する。 この事務所にはチームリーダ

ー(日本人)、短期橋梁専門家（日本人）、工務担当、契約担当の 4 名が所属する。 

• ドリケル常駐監理技術者事務所： 北部地域担当の常駐監理技術者事務所をドリケル

に設置する。 常駐監理技術者（日本人：チームリーダーが兼務）、3 名の補助常駐

監理技術者、5 名の技術員、事務員が所属する。ラメチャップ郡にはジリ及びマン

タリにサイト事務所を設置する。 

3 名の補助常駐監理技術者は工事監理業務の他、それぞれの担当する郡開発委員会

との調整・協議を担当する。 

• バルデバス常駐監理技術者事務所：南部地域担当の常駐監理技術者事務所をバルデ

バスに設置する。 常駐監理技術者（日本人）、2 名の補助常駐監理技術者、4 名の

技術員、事務員が所属する。シンズリ郡にはカタリに現場事務所を設置する。 

図 3.13 にコンサルタント施工監理実施体制を示す。 
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ARE-A ARE-B OC ARE-C ARE-D OC ARE-E

AE - A AE - B AE - C AE - D AE - E AE - F AE - G AE - H AE - I

(ロット 1) (ロット 2) (ロット ７) (ロット 3) (ロット 12) (ロット 5) (ロット 4) (ロット 7) (ロット 9)

(ロット 11) (ロット 8)

AE-A ARE-A AE-B AE - F

Note:

OC : 事務員

ARE : 補助常駐監理技術者

AE : 技術員

鋼橋梁工事専門家
(日本人、非定期)

チームリーダー（日本人）

主任事務員
調達・契約専門家

(非定期)

カトマンズ中央事務所

ドリケル常駐監理技術者事務所 バルデバス常駐監理技術者事務所

常駐監理技術者 A  (日本人・チームリーダーが兼務) 常駐監理技術者  B (日本人)

ジリ現場事務所 マンタリ現場事務所 カタリ現場事務所

SindhuliSindhuli & MahottariKabrepalchowkSindhupalachowkRamechhap

 
図3.13  コンサルタント施工監理実施体制  出典：調査団 

(4) 調達計画 

「ネ」国内における、建設材料のうち天然資材（砂、石材、盛土材、材木等）、セメン

ト、鉄筋及び形鋼については輸入品を含めて市場で入手が可能である。ただし、吊橋に用

いるワイヤケーブル資材についてはインドからの輸入となる。表 3.26 に主要建設資機材の

調達先を示す。 

表3.26  主要建設資機材の調達先   出典：調査団 

資機材名 「ネ」国
第三国 

(インド)
日本国 調達理由 

資材 
セメント ○ ○  インド産も市場に流通している 
骨材（砂、粗骨材） ○    
コンクリート混和材 ○ ○  インド産も市場に流通している 
鉄筋 ○ ○  インド産も市場に流通している 
ガビオン用亜鉛メッキ鉄線 ○   亜鉛メッキは輸出も可能 
歴青材料 ○ ○  輸入品。「ネ」国内で調達可能。 
吊橋用ワイヤケーブル資材  ○  品質確保 
一般木材 ○    
燃料（軽油、ガソリン） ○   輸入品。「ネ」国内で調達。 
鋼材（H 鋼他） ○   輸入品。「ネ」国内で調達可能。 
機材 
ブルドーザ 15t ○    
バックホウ 0.6m3 ○    
ダンプトラック 10t ○    
振動ローラー 1.0t ○    
ロードローラー 10t ○    
グレーダ 3.1m ○    
コンクリートプラント 30m3/h ○    
トラッククレーン 25t ○    
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(5) 品質・施工管理計画 

「ネ」国では、品質管理についての基準が十分には整備されていないため、日本の管理

基準、試験方法に準拠して実施する。表 3.27 に品質管理項目を示す。 

表3.27  品質管理項目一覧表  出典：調査団 
材料の名称 試験項目 試験頻度 

セメント 品質証明書、化学・物理試験結果 材料毎、1 回/半年 
水 成分試験結果 材料毎 
混和材 品質証明書、成分分析表 材料毎 コンクリート 材料 

 

細骨材 絶乾比重、吸水率、粗粒率、粒度分布、粘土

塊と軟質微片率 材料毎 

材料の名称 試験項目 試験頻度 

材料 粗骨材 
絶乾比重、吸水率、粒度分布、 
すり減り損失、軟岩片と板状岩片 
硫化ナトリウム診断（損失質量） 

材料毎 

配合試験時 圧縮強度試験（円筒供試体） 配合毎 
打設時 スランプ、温度、空気量 １回/日 

コンクリート 

強度 圧縮強度試験（7 日、28 日） １回/日、50m3 以上 
品質証明書 納入ロット毎 

鋼材 材料 
メッキ量 適宜 

鉄筋 材料 品質証明書、引張試験 1 回/半年 

材料 
液性限界、塑性限界、粒度分布（配合）、 大

乾燥密度（締固め試験） 
 

配合毎 
砂利舗装 

敷設時 密度試験（締固め率） 1 回/50m 
ガビオン線 材料 メッキ量、引張強度、剥離 適宜 

吊り橋の架設については、主塔の施工精度が落ちないよう 新の注意を払いながら施工

管理を行う必要がある。主ケーブルのアンカーレイジへの定着は、通常各ケーブル端部に

円柱状の亜鉛の固定装置を工場で製作し、現場でアンカーレイジの中の鉄骨フレームに定

着させる方法を取るが、このとき、主塔の施工精度が悪いと主ケーブル長が工場製作で考

えていたものと大きく異なって現場での据付が不可能となることもある。このような事態

を避けるため、吊橋部材を加工・架設を鋼橋梁技術者が立会い・指導を行う。 

(6) 安全管理計画 

工事中における安全対策として特に留意すべき点は下記の点である。 

• ネパールの雨期は 6 月から 9 月（4 ヶ月）まで続く。この間の河川内での工事は危険

であり、アクセス道路の状況も極めて悪い。施工計画の作成に当たって雨期には出来

るだけ陸上部での工事を行うよう業者に対して指導する。 

• 吊り橋などのケーブル架設工事は、慣れていないと危険が伴う工事である。ベテラン

技術者による指導の徹底、命綱やヘルメットの着用を義務付けるなどの安全指導を行

う。 

• 従来住民が利用していた渡河施設を壊し同じ場所に新規の構造物を作る事になるの

で、地域住民との問題が起きないよう、工事中において交通安全に配慮した適切な迂

回路を確保するよう施工業者を指導する。  

• 工事中の騒音や振動、埃、飲料水などへの影響がないよう施工業者を指導する。 
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工事完成後の安全管理対策として下記の対策が望まれる。 

• 本事業で建設される長大橋（吊り橋やトラス橋）は車道が一車線（幅員 3.5 m）であ

ることから、橋梁入り口に建築限界を示す枠組み（鉄製）を設置し、橋上での衝突事

故を防ぐ対策 

• 橋梁の両入り口には安全対策として、車両の進入スピードを落とすためのアスファル

トによる小さな山(ハンプ)の設置 

(7) 実施工程 

交換公文締結後、工事完成までのスケジュールを図 3.14 に示す。このスケジュールは以

下の条件を想定して作成したものである。 

• 工事入札の資格審査を価格入札と同時に行う。 

• 各工事（12 ロット）とも業者調達に 3 ヶ月を要する。 

• 事業費の上限と執行額のバランスを確保するため 2 バッチに分けて入札する。 

• 各ロットの工事期間には、準備期間 3 ヵ月、後片付け 1 ヶ月を見込む。 

• 雨期中の進捗は陸上部のみとする。 

• 乾期中の 1 ヶ月あたりの完工高を、「ネ」国建設業者の平均的な年間完工高の 4%程度

とした 6 百万ネパールルピーと想定する。 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

交換公文 ▼

グラントアグリーメント ▼

代理人契約 ▼

コンサルタント調達 ▼

建設業者の調達

(1) 北地域

ロット1 路線 No.8
ロット-2 路線 No.8-5 & 6-1
ロット-3 路線 No.11-3
ロット-7 路線 No.13
ロット-11 路線 No.10
ロット-12 路線 No.9

(2) 南地域

ロット-4 路線 No.1
ロット-5 路線 No.4 & 5
ロット-6 路線 No.5
ロット-8 路線 No.2-1
ロット-9 路線 No.2
ロット-10 路線 No.3

工事工程

(1) 北地域

ロット-1 路線 No.8
ロット-2 路線 No.8-5 & 6-1
ロット-3 路線 No.11-3
ロット-7 路線 No.13
ロット-11 路線 No.10
ロット-12 路線 No.9

(2) 南地域

ロット-4 路線 No.1
ロット-5 路線 No.5
ロット-6 路線 No.5& 4
ロット-8 路線 No.2-1
ロット-9 路線 No.2
ロット-10 路線 No.3

項　目

 

図3.14  実施工程  出典：調査団 
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3.3 相手国側負担事業の概要 

3.3.1 我が国無償資金協力における一般事項 

• 事業計画の実施に必要な用地の確保（道路橋梁建設用地、土捨て場・土取り場、作業

用地、資機材保管用地） 

• 工事着手前の各サイトの整地（家屋移転、森林伐採、支障物件の移設） 

• 日本国内の銀行に「ネ」国名義の口座を開設し、支払い授権書の発効 

• 本事業に必要な輸入資機材の「ネ」国への免税処置及び関税処置の確実な実施 

• 本事業に関連する生産物或いはサービスに係わる「ネ」国内で課せられる関税・国内

税、その他の税金について、日本人法人及び日本人に対しての免税処置 

• 本事業を実施するに当たり、事業の資金管理及び建設業者への支払い業務、全般的な

運営・管理業務を調達代理機関（JICS）に委託 

• プロジェクトによって建設された施設の正しく効果的な維持管理・保全と、そのため

に必要な要員・予算の確保 

 

3.3.2 本事業固有の事項 

i)  工事着手前 

• サイト内で影響を受ける一般住民の土地・家屋への補償金支払いの完了 

• サイト内の立ち木伐採にかかわる手続きと伐採・搬出・管理の完了 

• サイト内の支障物件処理の完了 

ii)  工事中 

• 建設用の川砂利無償採取の保証 

• 既存道路及び人道の切り回しに係わる手続きと用地の確保 

• 既存道路の通行制限にかかわる情報伝達 

• 既存水道の切り回しに係わる手続きと移設 

• アクセス道路の通行の確保 

• DDC による環境影響軽減策の実施とモニタリング 

• 地区住民や既存道路利用者と建設業者とのトラブルの調整 

 

iii)  工事完成後 

• 完成施設への適切な維持管理 
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3.4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3.4.1 プロジェクト運営計画 

(1) 基本方針 

「ネ」国政府及び JICA との無償資金協力に係る贈与契約（Grant Agreement）に規定す

る調達ガイドライン（Procurement Guideline of Japan Grant Aid for Community Empowerment）
に基づき、本事業の実施機関である MOLD/DOLIDAR は財団法人国際協力システム（JICS） 
との間で代理人契約(Agent Agreement)を締結し、JICS に本事業の資金管理、コンサルタン

ト及び業者調達を含む役務を委託する。 

JICS は日本のコンサルタントを調達し、施工監理管理業務を委託すると共に、「ネ」国

の建設業者の中から、競争入札によって本事業を実施す建設業者を調達する。 

本事業の対象となる 35 ヶ所の河川構造物は、優先順位及び地形条件を考慮した工事パ

ッケージにグループ化し、優先度の高いパッケージ順に入札を実施する。入札価格の結果

により事業資金に不足が生じる場合には、優先度の低いサイト順に工事対象から除外され

る場合がある。 

調達ガイドライン、入札・契約書式は「ネ」国政府が作成した以下の図書に準拠する。 

• The Public Procurment Act、2063 (2007) and The Public Procurment Regulation, 2064 (2007), 

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs 

 

(2) 実施体制 

本事業の実施体制を図 3.15 のように構築する。 

この実施体制の主要点は次のとおりである。 

• 政府間協議会の設置： 本事業の 高決定機関として MOLD の次官を議長とする政

府間協議会を設置する。メンバーは MOLD、在ネパール日本大使館、JICA ネパール

事務所、JICS、DOLIDAR 及び関係政府機関の代表者とし、1 年に 1 度及び必要に応

じて開催する。 

• プロジェクト実施・調整委員会の設置： 事業実施及び調整担当機関として DOLIDAR  

の局長を議長とするプロジェクト実施・調整委員会をカトマンズに設置する。 同委

員会のメンバーは DOLIDAR、JICA ネパール事務所、JICS 及びコンサルタントとし、

会議を 3 ヶ月に 1 度及び必要に応じて開催する。 

• 郡プロジェクト調整委員会の設置： 現場サイトでの諸問題を解決する機関として郡

毎に郡開発委員会の地方開発委員長を議長としたプロジェクト調整委員会を設置す

る。会議は郡毎に 1 ヶ月に一度開催する。 
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(交換公文)

大蔵省 日本国政府

(調達代理契約)

政府間協議会

議長：地方開発省次官

プロジェクト実施・調整委員会

プロジェクト調整室

DOLIDAR

郡プロジェクト調整委員会　(各郡に設置)

議長：郡開発委員会議長

郡プロジェクト調整室(各郡に設置）

郡技術事務所

ラメチャップ郡 カブレパァンチョーク郡 シンズパルチョーク郡 シンズリ郡/マホタリ郡 シンズリ郡

ロット1&2 ロット7 ロット3、11&12 ロット4、5&6 ロット8、9&10

コンサルタント・南部地域事務
所　　　　　　　　　　　　　　バル

デバス

コンサルタント・カトマンズ事務所

JICA

政府間協議委員会
会議

大蔵省, 国家計委員会, 地方インフラ開発
農道局長、在ネパール日本大使館、ＪＩＣＡ
ネパール事務所、ＪＩＣＳ

調達代理機関

南部地域工事北部地域工事

コミュニティアクセス改善プロジェクト事務所

地方開発省/地方インフラ開発農道局

議長：地方インフラ開発農道局長
DOLIDAR、JICAネパール事務所、JICSおよ

びコンサルタント

プロジェクト実施・調整委員
会会議

郡開発委員会、地方インフラ開発農道局、
ＪＩＣＳ、コンサルタント

郡プロジェクト調整委員会
会議

コンサルタント・北部地域事
務所　　　　　　　　ドリケル

(贈与契約)

実施監理

実施監理

コンサルタント契約

施工監理

業者契約

 
 

図3.15  事業実施体制  出典：調査団 

(3) 建設業者の調達 

工事入札は「ネ」国建設業者を対象とした一般競争入札で行う。選定期間の短縮を図る

ため、資格審査図書と入札を一度に行う、Post PQ 方式で行う。入札図書は「ネ」国政府

が発行している The Public Procurment Regulation, 2064 (2007)に準じるとともに JICA ガイ

ドラインに整合したものとする。 

業者調達の手続きは「ネ」国の公共事業省（道路局）の手順に準じて行う。施工業者選

定の流れは以下の通りであり、入札公示から業者契約まで約 3～4 ヶ月と推定される。 

• 入札契約図書の作成  

• 入札・契約図書了承 

• 大手新聞に工事入札の公示 

• 入札図書の配布 

• 現地説明・入札説明会の開催 

• 質問受付 

• 質問回答・アメンドの作成 

• 質問回答・アメンドの了承 



64 

• 質問回答・アメンドの発行 

• 入札予定価格の策定 

• 入札予定価格の了承 

• 資格審査書類・技術札・価格札の提出締め切り 

• 資格書類・技術札・価格札の開札 

• 資格書類・技術札・価格札の評価 

• 評価結果の了承 

• 第 1 交渉権者の確定 

• 契約交渉 

• 契約交渉合意内容の了承 

• 契約のアワード発行 

• 契約の締結 

• 契約に対する JICA の認証 

 

(4) 事業資金管理 

本事業の資金管理を行なう上で留意すべきは、工事入札の結果によっては事業資金の過

不足が発生すること、及び工事開始後において発生する契約条件の違いや、自然現象の変

化にともなう設計変更による追加資金の必要が発生する可能性があることである。 

この為、執行予算額と事業資金のバランスを常に管理するとともに、事業全体が資金不

足にならないよう、事業の進行に応じ、初期には事業費全体の 10％、後期には 3%程度を

予備費として確保して設計変更、クレームなどに対応する必要がある。 

3.4.2 維持管理計画 

本事業によって完成した構造物に対する維持管理の責任者は、各郡の DCC である。 道
路維持管理に必要な予算はガソリンやディーゼル価格、車両登録費、国境での入国税に含

まれる Road Fund から捻出されることになっており、その総額の 30%が DDC の管理する

道路に充当される。DDC はこれらの予算を使用して維持管理を行う。今後必要になると

考えられる維持管理の内容は次のとおりである。 

(1) 工事中に必要な維持管理 

工事用機材運搬に使用されるアクセス道路については、サイトまでの資機材の輸送に影

響が出ないよう適切な維持管理を行う必要がある。特に、急勾配の道路については砂利を

敷き均し、スリップによる交通事故を防ぐ必要がある。 

(2) 工事完了後に毎年必要な維持管理（定期管理を含む） 

工事完了後に必要とされる維持管理としては、交通車両による橋梁への衝突事故、鋼材

などの定期的な点検、洪水による流木除去、堆積土砂の除去、橋脚、橋台周辺護岸工の修

復（洪水を受けた場所）などが予想される。 

特に、吊り橋やトラス橋において車両事故が発生した場合には、衝突によるケーブルや

鋼板などへの影響がないかを必ず点検する必要がある。 
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(3) 工事完了後に数年単位の間隔で必要な維持管理 

本事業にて建設される吊り橋及びトラス橋は、錆び防止のため亜鉛メッキ加工した鋼材

（40～50 年の耐久性あり）を使用する事から、ペイント等の橋梁本体に対する定期的な維

持管理は短・中期的には不要である。 

また、鉄筋コンクリート橋や連続ボックス橋などについては、流木や土石流などによる

被害がない限り、毎年行われる定期的な維持管理以外の管理作業は必要ない。 

(4) 供用後に発生する緊急事態に対応して行う維持管理および予防対策 

本事業の対象地域は、予期せぬ洪水や土石流、地すべりなどの大災害がしばしば発生し、

これらが本事業で建設された河川構造物に大きな被害をもたらすことが想定される。この

ような被害を想定して DDC はある一定の緊急修復対応のための予算を予備費として確保

しておかなければならない。  
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3.5 プロジェクトの概算事業費 

3.5.1 協力対象事業の概算事業費 

 

 

 

(1) 日本側負担経費 

 

施工・調達業者契約認証まで非公表 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「ネ」国負担経費 

概算総事業費   約 10 万ＮＲＳ（12 万円） 

負担事項 内容 負担金額（NRS） 備考 

用地の確保 建設に必要な用地を確保する。 
無償提供を前提と

する。 
郡開発委員会 

銀行手数料 
銀行口座の開設及びプロジェクト実施に

おける支払いに関わる銀行への手数料 
100,000 同上 

合計 100,000  

 

(3) 積算条件 

① 積算時点 ：平成 21 年 9 月 

② 為替交換レート ：1 US$＝96.53 円、1 ネパールルピー＝1.246 円 

③ 施工期間 ：詳細設計、工事の期間は、施工工程に示したとおり。 

④ その他 ：積算は、「ネ」国の実績データを踏まえて行う 

 ：建設費は概略設計概要書段階かつ優先順位 28 位までのサイトの

建設費の合計である。 

(4) 「ネ」国負担経費について 

「ネ」国の負担事項の費目、内容、金額を上表に示す。本プロジェクトは 2 年間かけて

実施される予定である。負担金額は、実施機関である地方インフラ開発農道局の 2007/2008
年度の予算 16.6 百万ネパールルピー（定期的支出）の１％以下に相当するため十分に負担

可能と判断される。 
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3.5.2 運営・維持管理費 

(1) 運営・維持管理費の概算額 

1 年間の運営・維持管理費の概算額の要約を過去の実績から表 3.28 に示す。 

表3.28  運営・維持管理費の概算内訳総括表 

（単位：百万ネパールルピー） 

分類 作業内容 概算費用 
① 日常作業 施設の目視確認 0.4  
② 年 1 回の定期補修 護岸床固めガビオン籠の補修 1.6   
③ 5 年に 1 回程度の補修 
（1 年分に換算） 塗装、構造物の補修等 1.6  

④ 緊急処置 崩土除去、応急対策、迂回路建設 - 
合計 3.6  

出典：調査団 

(2) 完成した施設の運営・維持管理について 

本計画で建設する施設は、亜鉛めっき仕様の鋼橋、及び鉄筋コンクリート構造物である。

このため、深刻な自然災害を被って復旧が必要になる事態を除き、施設に対する維持管理

費用は短・中期的には極めて小額である。 

見積もられた年間の維持管理費用は 5 郡全体で 3.6 百万ネパールルピー程度想定され、

この金額は各 DDC の年間の建設予算と維持管理予算 2％以下程度と想定されることから

十分に対応可能であると判断される。 

一方、対象道路本体は、未舗装、路面排水不良、斜面崩壊、急勾配等など、年間を通し

て交通を確保していくうえで、解決に多くの費用にかかる大小様々な問題を抱えている。 

したがって、本計画の目的である「雨期に通行できなって地域を孤立させてしまう農道

の改善」には、本計画で建設した渡河構造物のみに焦点を当てるのではなく、路線全体の

問題として維持管理が捉えられ、議論されなければならない。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 4 章 

プロジェクトの妥当性の検証 
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第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 
4.1 プロジェクト効果 

本調査の中で実施した社会・経済調査及び技術調査結果を踏まえて、本事業実施による

効果は以下のように考えられる。 

現状と問題点 協力対象事業での対策 直接効果・改善程度 間接効果・改善程度 
紛争後の和平プロセ

スを進行させるために、

紛争の構造的要因とな

った都市部と地方部の

間の経済格差の是正、地

方部の貧困削減への諸

施策の一環として「ネ」

国政府、各国ドナー、国

際援助機関は地方道路

網整備を強く推し進め

ている。 
しかしながら、広範囲

に展開し、かつ住民参加

型の事業形態で行われ

ている各国ドナー、国際

援助機関による地方道

路網整備はアクセサビ

リティを根本的に改善

する比較的規模の大き

な河川横断施設の建設

を後回しにしている。 
このため整備の終わ

った地域においても、多

くの地域社会が、6 月か

ら 9 月の雨期の洪水に

より数日間から数ヶ月

間にわたって医療・教

育・行政等の公共サービ

スを受けられない、孤立

する状況下に置かれて

いる。 
 

中央開発地域の 5 郡、

マホタリ郡、シンズリ

郡、ラメチャップ郡、カ

ブレパランチョーク郡、

シンドゥパルチョーク

郡内の主要地方道路 13
路線上にあって、雨期の

洪水により数日間から

数ヶ月にわたって通行

止めを起こす 35 ヶ所

の渡河地点に対し、以下

の渡河施設を構築する。
 
吊橋： 3 橋 
トラス橋： 6 橋 
鉄筋コンクリート橋：

 3 橋 
連続ボックス橋： 23 橋
 

① 中央開発地域

の 5 郡の主要地方道路

13 路線では、2009 年の

6 月から 9 月の雨期の

間、バスが延べ 14 ヶ月

間運休したが、この全

体の通行止め期間が年

間で 1ヶ月程度になる。
 
② 裨益人口はマ

ホタリ郡 56,000 人、シ

ンズリ郡 114,000 人、ラ

メチャップ郡 108,000
人、カブレパランチョ

ーク郡 47,000 人、シン

ドゥパルチョーク郡

34,000人で合計 359,000
人と推定される。 

① 学校や病院と

いった公共サービスへ

の安全なアクセスが確

保され地域の生活の質

の向上に資する。 
 
② 雨期の間も市

場へ農産物等を容易に

持ち込めるようになり、

地域経済の活性化に寄

与する。 
 
③ 地域の一体化

を強化するとともに、国

内紛争の構造的要因の

一つである都市部と地

方部の間の経済格差の

是正、地方部の貧困削減

への諸施策・活動の基盤

となることによって平

和構築へ貢献すること

が期待される。 
 

 

4.2 課題・提言 

4.2.1 相手国側の取り組むべき課題・提言 

本プロジェクトの対象となった路線の一部には道路建設が未整備なものが含まれてい

る。プロジェクトの効果が発揮されるには、未整備な区間が事業期間中に確実に整備され

ていることが前提であり、DDC による道路整備が確実に履行されなければならない。 

本プロジェクトの実施により、川を渡ることができないという各道路のアクセサビリテ

ィに係る基本的な障害が取り除かれるが、低規格で建設されている対象道路では路面の破

壊、斜面災害等により通行止めとなる危険性が依然として残っている。本プロジェクトの

効果を高めるためには、道路全体として災害に強い道路になるように、道路部分に対する
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継続的な整備がなされていく必要がある。そのためには、地方道路整備に対する適切な予

算処置が図られるとともに、発展途上にある郡開発委員会の郡技術事務所の道路維持管理

能力の向上が図られなければならない。 

4.2.2 技術協力・他ドナーとの連携 

本プロジェクトは、住民参加型のアプローチで行われている他ドナーの地方道路整備事

業では対応できない比較的規模の大きな渡河構造物を建設するもので、他ドナーと連携し

た事業である。すなわち、世銀、ADB 及び SDC による技術協力・住民参加型の地方道路

整備事業と我が国の無償資金協力による小規模プロジェクト型の地方道路整備事業の連

携により地方道路整備を行う 初の実例となるものである。今後、この実例と同様の連携

が図られ、地方道路整備事業の効果が高められることが期待される。 

4.3 プロジェクトの妥当性 

以下の点から、我が国の無償資金協力により本プロジェクトを実施することは妥当であ

ると判断される。 

① 本プロジェクトは、洪水で川を渡れないために数日間から数ヶ月間にわたって孤立

して、医療、教育、行政等の公共サービスを受けられない総勢 35 万人の地方の地域

社会の安全と生活の向上ならびに地域経済の活性化に直接的に寄与する事業である。 

② 地方道路整備は、11 年間にわたった紛争の構造的要因となった、都市部と地方部と

の経済格差の是正及び地方部の貧困削減を 優先の課題とする現行の国家開発計画

の優先事業である。さらに和平プロセスの進展をサポートする地方道路整備以外の

緒施策の実施に当たって、行動の基盤となる地方道路が健全であることは必要不可

欠である。 

③ 「ネ」国政府及び他ドナーによる地方道路整備事業と連携した事業内容である。 

④ 本プロジェクトの実施により、渡河地点周辺の限定的な範囲での田畑の占有及び移

転が必要な仮設商店が 1 件あるが、本調査と平行して「ネ」国側により行われた初

期環境調査によると、影響農民との間で無償提供が合意されているとともに、適切

な補償が行われることから、環境面での影響は軽微である。 

⑤ 本プロジェクトは現地の建設業者の活用を図る、コミュニティ開発支援無償のスキ

ームにより実施される計画であるが、プロジェクトの対象施設には｢ネ｣国内で現地

業者により建設された実績のある形式の橋梁が採用されている。このため同スキー

ムを適用して本プロジェクトを実施することに特段の問題は無い。 

4.4 結論 

本プロジェクトは、地方道路の整備を図ることにより紛争の構造的要因となった都市部

と地方部との経済格差の是正及び地方部の貧困削減に直接的に寄与するとともに、その事

業内容は、和平プロセスの着実な進展を図る「ネ」国政府の政策及び他ドナーの支援方針

と整合するとともに、実施中の地方道路整備事業と連携したものである。このため、本プ

ロジェクトは、我が国の無償資金協力により実施することが妥当であるのみならず、和平

プロセスの促進を図る上から、早期に実施されることが望まれる事業である。 
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１． 調査団員・氏名 
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1. 調査団員・氏名 
 

 第 1 回現地調査時（2009 年 3 月 10 日～2009 年 4 月 18 日） 

氏  名 担  当 所  属 

丹羽 憲昭 総括 独立行政法人国際協力機構 ネパール事務所長 

高橋 了 無償資金協力政策 外務省国際協力局無償資金・技術協力課 課長補佐 

井上 圭三 調達計画（コミュニティ開

発支援無償） 財団法人日本国際協力システム 

坂部 英孝 計画管理 独立行政法人国際協力機構 経済基盤開発部運輸交

通・情報通信第三課 調査役 

山下 佳久 業務主任／道路交通計画 日本工営株式会社 

木口 茂芳 構造設計 I 日本工営株式会社 

上山 浩明 構造設計 II/自然条件調査

I(地形・地質) 日本工営株式会社 

ガダナンダ・ラムサル 自然条件調査 II(気象・水文) 日本工営株式会社 

湊 周介 環境社会配慮 日本工営株式会社 

新開 弘毅 施工実績調査/施工計画/運
営・維持管理 日本工営株式会社 

マダン・ゴパル・マレク 業務調整 日本工営株式会社 

 

 第 2 回現地調査時（2009 年 5 月 23 日～2009 年 7 月 23 日） 

氏  名 担  当 所  属 

丹羽 憲昭 総括 独立行政法人国際協力機構 ネパール事務所長 

坂部 英孝 計画管理 独立行政法人国際協力機構 経済基盤開発部都市・地

域開発第一課 調査役 

山下 佳久 業務主任／道路交通計画 日本工営株式会社 

木口 茂芳 構造設計 I 日本工営株式会社 

上山 浩明 構造設計 II／自然条件調査

I(地形・地質) 日本工営株式会社 

ガダナンダ・ラムサル 自然条件調査 II(気象・水文) 日本工営株式会社 

湊 周介 環境社会配慮 日本工営株式会社 

新開 弘毅 施工実績調査／施工計画／

運営・維持管理 日本工営株式会社 

山崎 清人 調達計画/積算 日本工営株式会社 

マダン・ゴパル・マレク 業務調整 日本工営株式会社 
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 概要説明時（2009 年 10 月 21 日～2009 年 11 月 9 日） 

氏  名 担  当 所  属 

福岡 義夫 総会 独立行政法人国際協力機構 ネパール事務所次長 

山下 佳久 業務主任／道路交通計画 日本工営株式会社 

木口 茂芳 構造設計 I 日本工営株式会社 

湊 周介 環境社会配慮 日本工営株式会社 

 

 中心線設置調査時（2009 年 12 月 23 日～2010 年 1 月１日） 

氏  名 担  当 所  属 

上山 浩明（山下佳久） 構造設計 II／自然条件調査

I(地形・地質) 日本工営株式会社 

 

 入札参考資料説明時（2010 年 1 月 15 日～2010 年 2 月７日） 

氏  名 担  当 所  属 

武 徹 総括 独立行政法人国際協力機構 ネパール事務所次長 

坂部 英孝 計画管理 独立行政法人国際協力機構 経済基盤開発部都市・地

域開発第一課 調査役 

山下 佳久 業務主任／道路交通計画 日本工営株式会社 

木口 茂芳 構造設計 I 日本工営株式会社 

上山 浩明（木口茂芳） 構造設計 II／自然条件調査

I(地形・地質) 日本工営株式会社 

湊 周介（山下佳久） 環境社会配慮 日本工営株式会社 

マダン・ゴパル・マレク 業務調整 日本工営株式会社 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

２． 調査行程 
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2. 調査行程 
2.1 第 1 回現地調査時 

 月・日 
総括 

 
丹羽憲昭 

無償資金協力 
政策 

高橋 了 

調達計画 
 

井上圭三 

計画管理 
 

坂部英孝 

業務主任/ 
道路交通計画 
山下佳久 

他第 1 次現地調

査コンサルタン

ト団員 
1 Mar. 10 T     NRT-BKK  
2  11 W     BKK-KTM  
3  12 T     DOLIDAR 協議  
4  13 F      
5  14 S      
6  15 S     

サイト調査 
 

7  16 M    NRT-BKK DDC 協議  
8  17 T    BKK-KTM、大使館・JICA 説明  
9  18 W  NRT-BKK NRT-BKK 吊橋視察、SDC 協議  
10  19 T  BKK-NRT BKK-NRT DOLIDAR 協議  
11  20 F  NRT-BKK 
12  21 S  BKK-NRT 
13  22 S  

サイト調査 

14  23 M 
15  24 T DOLIDAR/MOLD 協議 

16  25 W MD 署名、大使館・JICA 報告 

情報収集・サイ

ト調査準備 

17  26 T  KTM-BKK 情報収集 KTM-BKK 
18  27 F  BKK-NRT 情報収集 BKK-NRT 

情報収集・サイト調査準備 

19  28 S   KTM-BKK  
20  29 S   BKK-NRT  
21  30 M     
22  31 T     
23 Apr. 1 W     
24  2 T     
25  3 F     
26  4 S     
27  5 S     
28  6 M     
29  7 T     
30  8 W     
31  9 T     

サイト調査 

32  10 F     JICA 協議 
33  11 S     
34  12 S     サイト調査結果取りまとめ 

35  13 M     DOLIDAR・DDC 協議 
36  14 T     サイト調査結果取りまとめ 
37  15 W     JICA 協議 
38  16 T     DOLIDAR 協議 
39  17 F     KTM-BKK 
40  18 S     BKK-NRT 

 

2.2 第 2 回現地調査時 
 

月・日 

総
括 

丹
羽 

憲
昭 

計
画
管
理 

坂
部 

英
孝 

業
務
主
任/

道
路
交
通
計
画 

山
下 

佳
久 

構
造
設
計
１ 

木
口 

茂
芳 

構
造
設
計
２ 

上
山 

浩
明 

自
然
条
件
調
査
（
気
象
水
文
） 

ガ
ダ
ナ
ン
ダ
・
ラ
ム
サ
ル 

環
境
社
会
配
慮 

湊 

周
介 

施
工
実
績
調
査
／
施
工
計
画

／
運
営
維
持
管
理 

新
開 

弘
毅 

調
達
計
画
／
積
算 

山
崎 

清
人 

業
務
調
整 

マ
ダ
ン
・
ゴ
パ
ル
・
マ
レ
ク 

1 May 23 S   NRT- 
BKK        

2  24 S   BKK- 
KTM        

3  25 M         
4  26 T         
5  27 W   

再委託手

続き 
      

再委託手

続きサポ

ート 
6  28 T         
7  29 F         

8  30 S  NRT- 
BKK 

再委託現

地指導 
      

サイト 
調査 

9  31 S  BKK-KTM、 
JICA・大使館説明        

10 June 1 M DOLIDAR 協議       DOLIDAr
協議 

11  2 T MOLD、DDC 協議       MOLD,DD
C 協議 
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12  3 W MD 署名、JICA・大使館報告       MD 署名 

13  4 T  KTM- 
BKK       

14  5 F  BKK- 
NRT 

KTM- 
BKK    KTM- 

BKK 
KTM- 
BKK 

15  6 S   BKK- 
NRT    BKK- 

NRT 
BKK- 
NRT 

16  7 S   

再委託現

地指導 

打合せ    団内打合せ 

サイト 
調査 

17  8 M      
18  9 T      
19  10 W      

実施計画 
建設事情

調査 

実績単価

調査・単

価調査 

調査サポ

ート 

20  11 T    調査参加  サイト調査 
21  12 F     吊橋視察 
22  13 S     
23  14 S     
24  15 M     
25  16 T     
26  17 W     
27  18 T   調査参加  
28  19 F    
29  20 S    
30  21 S    
31  22 M    
32  23 T    

33  24 W   カラチ- 
KTM 

34  25 T   IEE 実施

要領作成 

実施計画 
建設事情

調査及び

まとめ 

実績単価

調査・単

価調査及

びまとめ 

実施計

画・建設

事情調

査・実績

単価調

査・単価

調査サポ

ート 

35  26 F   DOLIDAR 協議 

36  27 S   

報告書 
作成 

報告書 
作成 

調査サポ

ート 
37  28 S   

IEE 実施

要領作成

38  29 M   DOLIDAR
協議 

39  30 T   

サイト 
調査 サイト調査 

40 July 1 W   報告書 
作成 

報告書 
作成 

調査サポ

ート 

41  2 T   
DOLIDAR
・SDC 協

議 

地形測量

チェック 

DOLIDAR
・SDC 協

議 

報告書 
作成 DOLIDAR

・SDC 協

議 

42  3 F   KTM- 
BKK  KTM- 

BKK 
KTM- 
BKK  

43  4 S   BKK- 
NRT  BKK- 

NRT 
BKK- 
NRT  

44  5 S     

IEE サイ

ト指導 

   

45  6 M     DOLIDAR
協議    

46  7 T        
47  8 W        
48  9 T     

IEE 実施

要領修正 
   

49  10 F     

水文解析 
 

DOLIDAR
協議    

50  11 S      資料 
作成    

51  12 S      
環境省・
DOLIDAR
協議 

   

52  13 M      DOLIDAR
協議    

53  14 T         
54  15 W      

IEE 実施

要領検討    

55  16 T      DOLIDAR
協議    

56  17 F    

渡河構造

物計画 

     

57  18 S    KTM- 
BKK      

58  19 S    BKK- 
NRT   

IEE 実施

要領検討 
   

59  20 M          
60  21 T       

DOLIDAR/
DDC 協議    

61  22 W       KTM- 
BKK    

62  23 T       BKK- 
NRT    

 

2.3 概要説明時 

 月・日 
総括 

 
福岡 義夫 

業務主任/道路交通計画 
 

山下佳久 

構造物設計 I 
 

木口 茂芳 

環境社会配慮 
 

湊 周介 
1 Oct 21 W  NRT-BKK NRT-BKK カラチ-KTM 
2  22 T  BKK-KTM, DOLIDAR 協議 BKK-KTM, DOLIDAR 協議 DOLIDAR 協議 
3  23 F  DOLIDAR 協議 DOLIDAR 協議 IEE 報告書チェック 
4  24 S  再委託設計照査 再委託設計照査 DOLIDAR 協議 
5  25 S  DOLIDAR 協議 DOLIDAR 協議 IEE 報告書チェック 
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6  26 M  DOLIDAR, NEPECON 協議 DOLIDAR, NEPECON 協議 DOLIDAR 協議 
7  27 T  吊橋製作業者協議 吊橋製作業者協議 IEE 報告書チェック 
8  28 W MD 署名、大使館・JICA 報告 再委託設計照査 IEE 報告書チェック 
9  29 T  IEE 報告書チェック 
10  30 F  

サイト調査 
IEE 報告書チェック 

11  31 S  再委託設計照査 IEE 報告書チェック 
12 Nov. 1 S  再委託設計照査 IEE 報告書要約作成 
13  2 M  

サイト調査 

再委託設計照査 IEE 報告書要約作成 
14  3 T  JICA, OCE 協議 再委託設計照査 KTM-BKK 
15  4 W  NEPECON 協議 NEPECON 協議 BKK-NRT 
16  5 T  NEPECON 協議 NEPECON 協議  
17  6 F  DOLIDAR 協議 再委託設計照査  
18  7 S  GEOCE 協議 再委託設計照査  
19  8 S  KTM-BKK KTM-BKK  
20  9 M  BKK-NRT BKK-NRT  

 

2.4 中心線設置調査 

 月・日 

構造物設計 II/自然条件

調査（地形・地質） 
上山 浩明 

（山下佳久） 
1 Dec. 23 W NRT-BKK 
2  24 T BKK-KTM  
3  25 F 再委託手続き 
4  26 S 再委託手続き 
5  27 S DOLIDAR 協議 
6  28 M 吊橋製作者協議 
7  29 T 吊橋視察 
8  30 W 再委託契約 
9  31 T KTM-BKK 
10 Jan. 1 F BKK-NRT 

 

2.5 入札参考資料協議 

 月・日 
総括 

 
武 徹 

 

計画管理 
 

坂部英孝 

業務主任/ 
道路交通計画 
山下佳久 

構造物設計 I 
 

木口 茂芳 

業務調整 
マダン・ゴパル・マレ

ク 

1 Jan. 15 F   NRT-BKK NRT-BKK  
2  16 S  ISB-KTM BKK-KTM BKK-KTM 
3  17 S DOLIDAR 協議 
4  18 M 報告書説明ワークショップ 
5  19 T  KTM-BKK、大使館・JICA 説明  
6  20 W  BKK-NRT NEPECOM 協議 
7  21 T   
8  22 F   

再委託設計照査 

9  23 S   
10  24 S   
11  25 M   
12  26 T   
13  27 W   
14  28 T   
15  29 F   

中心線設置・土地測量 
支援 

業務調整 
（*1） 

16  30 S   
17  31 S   

8-5 サイト現地協議 8-5 サイト現地協議 

18 Feb. 1 M   中心線・土地測量支援 
19  2 T   DOLIDAR 協議 

再委託数量計算照査 

20  3 W   中心線・土地測量支援 NRT-BKK 
21  4 T MD 署名  MD 署名 BKK-KTM 
22  5 F   JICA 報告  
23  6 S   NRT-BKK  

業務調整 
（*1） 

24  7 S   BKK-KTM   

（*1）パートタイムベースで従事。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

３． 関係者（面会者）リスト 
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3．関係者（面会者）リスト 
 

1. 地方開発省（MOLD: Ministry of Local Development） 

 Mr. Dinesh K Thapalia Joint Secretary, Planning and Foreign Cooperation    

Division 

 Mr Resmi Raj Pandey Under Secretary, Planning  Section 

2. 地方インフラ開発農道局（DOLIDAR: Department of Local Infrastructure and 

Agricultural Roads） 

 Mr Dhana Bdr Tamang Director General 

 Mr Bhupendra Bdr Basnet Deputy Director General 

 Mr Neeraj Shah SDE, Bridge Section 

 Mr  D Ulak Er. Bridge Section 

   

3 District Development Committees 

 Mr Ram Mani Bhattarai LDO,DDC,Sindhuli 

 Mr Krishna Pd Aryal LDO, DDC, Sindhupalanchowk 

 Mr Megh Nath Kafle LDO,DDC,Kavrepalanchowk 

 Mr Kaushal Ghimire Planning Officer,DDC, Ramechhap 

 Mr Hari Chand Baral Sub-Er. DDC, Ramechhap 

   

4. 在ネパール日本大使館 

 野村 康裕 一等書記官 

   

5. JICA ネパール事務所 

 丹羽 憲昭 所長 

 福田 義夫 次長 

 武 徹 次長 

 津守 祐亮 所員 

 Sourab Rana Program Officer 

   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

４． 討議議事録（Ｍ／Ｄ） 





















































 
 
 
 
 
 
 
 
 

５． 事業事前計画表（概略設計時） 
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事業事前計画表（概略設計時） 

1．案件名 

ネパール連邦民主共和国 コミュニティアクセス改善計画 

2．要請の背景(協力の必要性･位置付け) 
 

ネパール連邦民主共和国（以下「ネ」国と称す）では、地方レベルの開発計画として

地方開発計画（2004）が策定され、地方交通の他 7 つのインフラ分野の開発計画が進め

られている。同計画では地方交通の基本ニーズとして自動車交通に到達するまでに要す

る時間を、山地部において 4 時間、平地部において 2 時間以内に抑えることが強調され

ている。 

「ネ」国は道路部門が物資輸送の大部分を担っているにもかかわらず、急峻かつ脆弱な地質

の国土の制約から、道路網の構築・維持に大きなハンディキャップを背負っている。加えて、11

年間におよぶ紛争により道路の建設・維持・改良は停滞した。 

紛争に終止符が打たれた後、和平プロセスが着実に進行していくための諸施策が進められ

ているが、活動の基盤となる荒廃した地方道路の整備は不可欠である。これまで約 30,000ｋｍ

の地方道路が建設され、農村部とマーケットセンター、都市部を結ぶ重要な役割を果たしてい

るが、農村地域のアクセス改善への強い要望を満たすには程遠い状況にある。このような状況

を改善するため、各国ドナー、国際援助機関は地方道路整備への支援を強く推し進めている。

しかしながら、地方道路整備の現状は、限られた資金と建設機材により、適切な渡河

施設や舗装の建設などのアクセス性の向上には至っていない状況にある。このため建設

された区間において、年間を通しての通行が可能なものは 5,000km に満たず、6月から 9

月の雨期の間はいまだに多くの地域で、幹線道路網へのアクセスが隔絶して地域が孤立

する状況下にある。 

本プロジェクトは、我が国無償資金協力で建設されたシンズリ道路の周辺域にあたる

「ネ」国中央部の 5 郡（マホタリ郡、シンズリ郡、ラメチャップ郡、カブレパランチョ

ーク郡、シンドゥパルチョーク郡）を対象として、地方道路上にあり、雨期における降

雨により数日から数ヶ月にわたって交通止めを起こす渡河地点に、「ネ」国内で一般的に

建設されている 1 車線の吊橋、トラス橋、鉄筋コンクリート橋ならびに連続ボックス橋

を建設することで、年間を通して交通を確保することを目的とする。 

3．プロジェクト全体計画概要 

（１）プロジェクト全体計画の目標 

「ネ」国の 5 郡（マホタリ郡、シンズリ郡、ラメチャップ郡、カブレパランチョーク郡、シンドゥパル

チョーク郡）の地方道路上にあり、雨期の降雨により数日から数ヶ月にわたって通行止めを起こ
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す 28 箇所の渡河地点にて、渡河構造物（吊橋、トラス橋、鉄筋コンクリート橋、連続ボックス橋）

を建設することにより、年間を通して交通を確保することを目的とする。 

裨益対象の範囲及び規模： 

• マホタリ郡 ： 56,000 人 
• シンズリ郡 ： 114,000 人 
• ラメチャップ郡 ： 108,000 人 
• カブレパランチョーク郡 ： 47,000 人 
• シンドゥパルチョーク郡 ： 34,000 人 
合計  359,000 人 

（２）プロジェクト全体計画の成果 

地方道路上にある渡河地点、28 箇所における渡河構造物（橋梁、カルバート等）が

新設される。 

（３）プロジェクト全体計画の主要活動 

ア 渡河構造物（橋梁、カルバート等）の新設。 

イ 用地の取得と移転家屋の補償 

ウ 立木伐採の手続きと伐採、搬出、保管管理 

エ 電話線、電線、電柱及び水道等の既存支障物件の撤去・移設 

（４）投入（インプット） 

ア 日本側：調達業者契約認証まで非公開 

イ 「ネ」国側：分担工事 12 万円 

（５）実施体制 

主管官庁：「ネ」国地方開発省(MOLD: Ministry of Local Development) 

実施機関：「ネ」国地方インフラ開発農道局 (DOLIDAR: Department of Local 
Infrastructure Development and Agricultural Roads) 

4．無償資金協力案件の内容 

（１）サイト 

マホタリ郡、シンズリ郡、ラメチャップ郡、カブレパランチョーク郡、シンドゥパ

ルチョーク郡 

（２）概要 
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地方道路上にある渡河地点、28 箇所における渡河構造物（橋梁、カルバート等）の

新設。 

（３）相手国負担事項 

① 用地の取得と移転家屋の補償 

② 立木伐採の手続きと伐採、搬出、保管管理 

③ 電話線、電線、電柱及び水道等の既存支障物件の撤去・移設 

（４）概略事業費 

概略事業費 9.89 億円（日本側負担 9.89 億円、「ネ」国側負担 12 万円） 

（５）工期 

入札期間を含め約 28 ヶ月（予定） 

（６）貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

特になし。 

5．外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標達成に関して） 

プロジェクト道路周辺において、想定以上の自然災害（土石流および 50 年再現確率

の洪水等）が発生しない。 

6．過去の類似案件からの教訓の活用 
我が国無償資金協力「シンズリ道路建設計画」よりえた以下の教訓を、設計・施工

に反映させた。 

（１）毎雨期の土石流による大量の堆積物の排除を伴う維持管理の困難性を考慮し

て、コーズウェイ形式を越流型ではなくボックス型とした。 

（２）洪水時の洗掘に対しては流速に見合う根固め工を計画した。 

7．プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 
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（１）プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

成果指標 
現状 

（2009 年） 
計画 

（2013 年） 
対象 10 路線で営業するバスの雨季中の

川の増水による延べ運行休止期間 
14 ヵ月 1 ヵ月以下 

（２）その他の成果指標 
特になし。 

（３）評価のタイミング 
2013 年（プロジェクト完了後 1 年後） 
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